
 

 

 

 

 

空港臨海部グランドビジョン 2040のパブリックコメント実施結果等について 

 

１ 区民意見募集（パブリックコメント）の概要 

（１）募集期間 

令和３年11月９日（火）～11月30日（火） 

（２）募集方法 

大田区ホームページ、区報等で意見募集の周知 

２ 素案説明会（計３回合計８名出席） 

 ・入新井集会室    11月24日、27日 

 ・萩中集会所     11月26日 

３ 素案に対する意見（別紙１のとおり） 

（１）提出者数  ３名 

（２）提出意見数 15件 

 主な意見 件数 

１ ビジョン全体に関すること ５ 

２ 「１．空港臨海部グランドビジョンとは」に関すること １ 

３ 「２．空港臨海部の現状と2040年の将来動向」に関すること １ 

４ 「３．空港臨海部の将来像」に関すること １ 

５ 「４．将来像の実現に向けた基本方針」に関すること ６ 

６ 「５．プロジェクト」に関すること ― 

７ 「６．実現に向けて」に関すること １ 

４ 計画案 

  別紙２のとおり 

５ 今後の予定 

 ・令和４年３月24日 大田区都市計画審議会に報告 

・令和４年３月末  策定 

交通臨海部活性化特別委員会 

令和４年３月２日 

まちづくり推進部 資料 11番 

所管   都市計画課 
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空港臨海部グランドビジョン2040（素案）に対するパブリックコメント実施結果 

１ 意見提出期間 

令和３年１１月９日（火）から令和３年１１月３０日（火）まで 

 

２ 意見の提出件数 

・意見者数 ３名（内訳：FAX２名、電子申請１名） 

・意見数 15 件 

 

３ 提出された意見の要旨と区の考え方 

  ご意見については、趣旨を損なわない範囲で要約または一部を抽出しています。 

 

全体 

№ 意見要旨 区の考え方（案） 

１ 

今後、「20 年後の空港臨海部のグランドビジ

ョン」の検討は、若者を多く交え、未来志向

で創造的な検討をすべきである。 

若い世代の方を含め、幅広い年代の方のご意見を

踏まえながら、2040 年における将来像の実現に

向けたまちづくりを進めていきます。 

２ 

対象エリアの居住は限定的なので、産業中心

に考えて良いと思うが、自然環境の創出や、

観光、アート芸術などを盛り込み、区民の関

係性が保持できる空間構成が必要である。 

本ビジョンにおいては、Ｐ45 及びＰ46「空港臨

海部の将来像」に記載しています。自然資源・ス

ポーツ・アートの拠点として、空港臨海部で働く

方だけでなく、区民や来街者に親しまれる空港臨

海部を目指していきます。 

３ 

対象範囲の地目を一部変更または既存ホテ

ルの上層階をマンションに変更して人が住

める様にすれば、都会に住みながら平日は窓

から良い景色を眺める事ができ、週末は水辺

や緑に接する事ができるので充実した生活

ができる様になる。 

Ｐ50「将来都市方針図」では、主にものづくりや

物流など産業に関する土地利用を基本方針として

記載しています。いただいたご意見につきまして

は、今後の参考とさせていただくとともに、区民・

来街者・働く方に親しまれる空港臨海部を目指し

ていきます。 

４ 

大田区は、羽田空港にも新幹線の品川駅にも

近いため、自家用車を使用して通勤する必要

が無くなり、自転車を利用して通勤する事が

できるため渋滞の緩和及びＣＯ２の削減に

貢献する事が出来る様になる。 

自転車の利用により渋滞の緩和及び CO2 の削減

に貢献できるものと考えています。本ビジョンで

は、Ｐ70「周遊軸の強化・形成」プロジェクトに、

「自転車などのパーソナルモビリティの利用促進

を図る。」と記載しています。 

５ 

区民に理解してもらうには余りに言葉が分

かりにくいものが多い。臨海部は住民を想定

していないかもしれないが、中小企業の多い

大田区で働く人たちや多くの区民にこの計

画を理解してもらおうという気持ちが伺え

ない。 

国や東京都などが使用する用語で一部難しいもの

もありますが、本来の意味とズレが生じないよう

にそのままの表現とし、注釈としてその用語の解

説を入れさせていただきます。 

引き続き、区民等へ本ビジョンの周知を図ってい

きます。 

別紙１ 
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１．空港臨海部グランドビジョンとは 

№ 意見要旨 区の考え方（案） 

6 

「グリーンプランおおた」も関連個別計画に

追記すべきである。 

空港臨海部には、貴重な公園・緑地などの資源も

多く、「グリーンプランおおた」を踏まえて本ビジ

ョンを作成しています。Ｐ1「ビジョン 2040 の位

置付け」の関連個別計画に「大田区緑の基本計画」

と記載がありますが、「グリーンプランおおた」の

ことを指しています。 

 

２．空港臨海部の現状と 2040年の将来動向 

№ 意見要旨 区の考え方（案） 

7 

新型コロナウイルス感染症は社会に大きな

影響を及ぼし、先行きが見えない状況の中、

本ビジョンでは「影響を考慮し」と書かれて

いるが、「影響を考慮してどう対応するのか」

書かれていない。今年度中に本ビジョンの策

定をやみくもに急がず、もっと見極めてから

案を作成した方が良い。 

本ビジョンにおいては、Ｐ41 及びＰ42「新型コ

ロナウイルス感染症の影響想定」に記載していま

す。新型コロナウイルス感染症は、新たな生活様

式への変化、デジタル化・自動化などを一層加速

させるものとなりました。本ビジョンでは、新型

コロナウイルス感染症によるまちづくりへの影響

を踏まえ、「産業分野」・「都市インフラ」及び「ラ

イフ/ワークスタイル」の３つの分野で整理して作

成しています。 

また、新型コロナウイルス感染症の影響について

は、上記のとおり検討を行っており、社会状況の

変化に対応するため、今年度中の策定を進めてい

きます。 

 

３．空港臨海部の将来像 

№ 意見要旨 区の考え方（案） 

8 

「多様な人々が交流・挑戦する“未来型創造

都市”」とあるが、その前に区民や働く人た

ちがどう思っているか、きめ細かく把握して

ほしい。 

2040 年の空港臨海部の将来像につきましては、

区内にお住まいの方・働かれている方・通学され

ている方を対象としたアンケート、企業を対象と

した意見交換会を開催し皆様のご意見を踏まえて

作成しています。 
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４．将来像の実現に向けた基本方針 

№ 意見要旨 区の考え方（案） 

9 

水辺や樹木などの緑被率やオープンスペー

スなどの比率を島ごとに設定し、干潟の確保

や動植物の生育環境を確保するのも良い。 

Ｐ48 基本方針②：「人の活動と自然の調和」では、

「産業・観光・レジャー・自然が調和したまちを

実現する」と記載しています。 

いただいたご意見につきましては、今後の参考と

させていただくとともに、「大田区緑の基本計画」

などの個別分野における計画と連携し、自然環境

と共生したまちづくりを進めていきます。 

10 

城南島は干潟や緑、生物など自然環境を活か

す場（動物園・植物園など観光拠点に繋げる

ことも可能か？）とするのも良い。 

Ｐ48 基本方針②：「人の活動と自然の調和」では、

「公園・緑地・水辺空間等の資源を活かし、産業・

観光・レジャー・自然が調和したまちを実現する。」

と記載しています。いただいたご意見につきまし

ては、今後の参考とさせていただきます。 

11 

昭和島、京浜島は既存産業を活かしながら時

流の先を見て魅力ある産業を想像して欲し

い。 

本ビジョンにおいては、Ｐ47 基本方針①：「高度

な産業の集積拠点」に記載しています。高い技術

力を活かす企業の成長促進、新たな挑戦を試みる

企業の誘致・育成をすることなどにより、新たな

価値を創出する高度な産業の一大集積拠点を形成

していきます。 

12 

現状、それぞれの島の位置付けはあると思う

が、全体の位置付けを見直し、既存機能を含

め再配置の検討も必要と思われる。 

Ｐ50「将来都市方針図」の中で、2040 年におけ

る各エリアの主な位置付けを「物流の場」・「もの

づくりの場」などと記載しています。いただいた

ご意見につきましては、今後、社会状況の変化へ

の対応を検討する際の参考とさせていただきま

す。 

13 

空港や港湾などの立地を活かす企業誘致を

考えても良い。 

本ビジョンにおいては、Ｐ47 基本方針①：「高度

な産業の集積拠点」に記載しています。空港臨海

部の強みのひとつである空港や港湾を活かし、国

内外企業との連携、新たな挑戦を試みる企業の誘

致・育成を目指していきます。 

14 

空港臨海部エリア内の交通を考えるのでな

く、区民（特に台地部）の交通アクセスも考

慮し、全区民が関心を持ち訪問し活用できる

空間にすべきである。 

本ビジョンにおいては、Ｐ49 基本方針③：「次世

代のインフラ整備」に記載しています。区民・来

街者・働く方にとって、親しみのあるエリアを形

成していくために、空港臨海部内の交通だけでは

なく、空港臨海部へのアクセス向上を目指してま

ちづくりを進めていきます。 
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５．プロジェクト 

№ 意見要旨 区の考え方（案） 

15 特になし。 ― 

 

６．実現に向けて 

№ 意見要旨 区の考え方（案） 

16 

ビジョンの実現に向け、環境先進企業や都市

づくりに強い大学・研究機関などとの連携も

重要である。 

本ビジョンにおいては、Ｐ79 及びＰ80「ビジョ

ン 2040 の実現に向けて」に記載しています。ビ

ジョンの実現に向け、区民、企業、大学等の研究・

開発機関と連携してまちづくりを進めていきま

す。 

 



別紙２ 

 

 

 

空港臨海部グランドビジョン 2040 

（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年●月 

大田区 

 

  



空港臨海部グランドビジョン 2040の策定にあたって 

空港臨海部は、日本の製造業の基盤を支える工業集積地であるとともに、首都圏の一翼

を担う物流の一大拠点となっています。また、都心部としては貴重な公園・緑地など自然資源

も多く、憩いの場・賑わいの場として、さらなる魅力の向上が期待されています。 

大田区では、平成 22 年（2010 年）、羽田空港の再拡張・国際化が目前と迫る中、2030

年の羽田空港とその周辺の地域における目指すべき将来像を定めた「空港臨海部グランドビ

ジョン 2030」を策定し、空港臨海部のさらなる発展に向け、様々な事業に取り組んでまいり

ました。 

策定から 10 年余りが経過し、この間には、羽田空港の再拡張、国際線の増便、令和島の

誕生、ＨＡＮＥＤＡ ＧＬＯＢＡＬ ＷＩＮＧＳの開発、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競

技大会の開催等、空港臨海部を取り巻く状況は大きく変わりました。 

また、令和 2 年に世界はもとより日本国内でも猛威を振るった新型コロナウイルス感染症

は、私たちの暮らし、経済にも大きな影響を与えたところです。一方で、新型コロナウイルス感

染症は、自動運転、ＡＩ、通信技術などデジタル社会の形成を加速度的に進め、私たちの日常

生活の質を高めるきっかけになりました。 

 このような状況を踏まえ、2040 年の空港臨海部を見据えたまちづくりを推進していくた

めに、「空港臨海部グランドビジョン 2040」を策定いたしました。本ビジョンでは、「多様な

人々が交流・挑戦する”未来型創造都市”」を将来像に掲げ、世界へはばたく空港臨海部を目

指すとしています。 

本ビジョンを推進するにあたっては、大田区だけではなく、区民の皆様、企業の皆様、国や

東京都をはじめ、関係機関との連携・協力が必要となります。今後は、空港臨海部で働く人・

訪れる人にとってさらに魅力的な場所となるよう、まい進してまいります。 

最後に、本ビジョンを策定するにあたり、ご尽力をいただいた専門部会の委員の方々をは

じめ、区民の皆様、企業・学生の皆様、様々なご意見をお寄せくださいました多くの方々に対

して、心より感謝を申し上げます。 

 

令和〇年〇月 
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1. 空港臨海部グランドビジョンとは 

1.1 空港臨海部グランドビジョン 2040策定の背景 

大田区では、平成22 年3 月に「空港臨海部グランドビジョン2030」（以下、「ビジョン 2030」という。）

を策定し、空港臨海部の発展に向けて、様々な事業に取り組んできました。 

そして、ビジョン 2030 策定から 10 年余りが経過し、この間には、羽田空港の再拡張・24 時間化、国

際線の増便、HANEDA GLOBAL WINGS1の開発、中央防波堤埋立地帰属問題の解決（令和島の誕

生）、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会の開催など、空港臨海部を取り巻く状況が大きく

変容しています。 

また、令和 2 年（2020 年）２月頃より日本国内でも新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が猛威を

振るい、３密（密閉・密集・密接）の回避、テレワーク、時差出勤などの新しい生活様式に向けた模索が続い

ています。 

こうした背景から、大田区ではビジョン 2030 を改定し、新たな空港臨海部のまちづくりの指針となる

「空港臨海部グランドビジョン 2040」（以下、「ビジョン 2040」という。）を策定しました。  

1.2 ビジョン 2040の位置付け 

 ビジョン 2040 は、「大田区都市計画マスタープラン」や「おおた都市づくりビジョン」に基づき、大田区空

港臨海部が 2040 年に向けて目指すべき地域の姿を示すものです。 

ビジョン 2040 の策定にあたっては、前述の大田区の上位計画に加えて、東京都の計画や大田区の関

連する個別の計画、大田区の産業動向を踏まえ計画しています。 

 

図 1-1 空港臨海部グランドビジョン 2040の位置付け 

 

                                            
1 羽田空港跡地のこと。第１ゾーンには「羽田イノベーションシティ」、第２ゾーンには「羽田エアポートガーデン」及び「ソラムナード

羽田緑地」が整備されている。 

【大田区の上位計画】 

大田区基本構想 

大田区都市計画マスタープラン 
おおた都市づくりビジョン 

空港臨海部グランドビジョン 2040 

大田区基本計画 

・未来の東京戦略 
・都市づくりのグランドデザイン 
・都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 など 

  

  

【東京都の計画】 

・大田区緑の基本計画 
・大田区景観計画 
・大田区観光振興プラン 
・大田区地域防災計画 
・大田区環境基本計画 
・大田区交通政策基本計画 
・大田区スポーツ推進計画 など 

【関連個別計画】 

・東京ベイ eSG プロジェクト 
・東京港第 8次改訂港湾計画 など 
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1.3 空港臨海部とは 

東京都心から川崎・横浜に至る地域の中に位置する空港臨海部は、日本の製造業の基盤を支える工

業集積地であるとともに、広域的な交通や物流の要衝であり、首都圏の発展の一翼を担っています。 

また、都心部としては貴重な公園・緑地などの緑資源、海・河川などの水資源があり、憩いの場・賑わい

の場としても更なる充実が期待されています。 

さらに、羽田空港の機能強化による更なる国際化の進展、令和島周辺には新たな開発可能性のある土

地が存在するなど、空港臨海部は更なる発展が期待される地域となっています。 

ビジョン 2040 では、埋立島部（平和島、東海、昭和島、京浜島、城南島）とその内陸部の一部、羽田空

港、中央防波堤埋立地の一部（令和島）を対象範囲とします。 

 

 

図 1-2 ビジョン 2040の対象範囲（空港臨海部） 
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1.4 空港臨海部の歴史 

空港臨海部の埋立島部においては、令和に入り中央防波堤埋立地の一部が大田区に編入され令和島

が誕生しました。 

また、羽田空港においては、羽田空港沖合展開事業と再拡張事業で発生した跡地を「HANEDA 

GLOBAL WINGS」と称し、「未来に向けて羽ばたくまちづくり」を推進するエリアとするなど、空港臨海

部のまちづくりが新たな変化を迎えようとしています。 

表 1-1 空港臨海部の変遷 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 目標年次 

ビジョン 2040 は、平成 22 年に策定したビジョン 2030 に示されたプロジェクトの進捗や成果を踏ま

え、社会情勢が大きく変わると想定される概ね 20 年後である 2040 年（令和 22 年）を目標年次として

定めます。 

 

  

大森海岸海水浴場 

（昭和初期） 

 

昭和島・京浜島 

（昭和 48 年） 

 

羽田新 A 滑走路完成 

（昭和 63 年） 

 

中央防波堤埋立地全景 

 

東京飛行場周辺 

（昭和 10 年頃） 
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1.6 計画策定の体制 

ビジョン 2040 の策定に当たり、学識経験者及び区職員で構成される専門部会により検討を進めてき

ました。 

 

表 1-2 「空港臨海部グランドビジョン専門部会」委員名簿（敬称略） 
 委員氏名 選出区分 所属 

１ 小林 清 学識経験者 
明治大学 
公共政策大学院 教授 

２ 中西 正彦 学識経験者 
横浜市立大学大学院 
都市社会文化研究科 教授 

３ 福田 大輔 学識経験者 
東京大学大学院 
工学系研究科 教授 

４ 山本 聡 学識経験者 
東洋大学 
経営学部経営学科 教授 

５ 
飯嶋 清市（～R2.3.31） 
山田 良司（R2.4.1～ ） 

区職員 産業経済部長 

６ 
齋藤 浩一（～R3.6.30） 
西山 正人（R3.7.1～ ） 

区職員 まちづくり推進部長 

 

表 1-3 「空港臨海部グランドビジョン専門部会」開催実績 

部会名 日時 議題 

第 1回 
令和元年（2019年） 

8月 2日(金) 
 空港臨海部グランドビジョン 2030の改定方針について 
 空港臨海部の将来像について 

― 
10月 24日(木) 
10月 29日（火） 

 空港臨海部の現地視察 

第 2回 11月 5日(火)  空港臨海部の将来像及び基本方針について 

第 3回 
令和２年（2020年） 

1月 31日(金) 
 空港臨海部の将来像及び基本方針について 

第 4回 11月 6日（金） 
 新型コロナウイルス感染症による空港臨海部への影響について 
 空港臨海部の将来像及び基本方針の改定について 

第 5回 
令和３年（2021年） 

２月５日（金） 
 空港臨海部の将来像及び基本方針の改定について  
 プロジェクト等について 

第 6回 ６月 29日（火）  プロジェクト及びロードマップについて 

第 7回 8月 27日（金）  （仮称）空港臨海部グランドビジョン 2040（素案）について 

第 8回 
令和４年（2022年） 
１月 25日（火） 

 空港臨海部グランドビジョン（案）について 
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2. 空港臨海部の現状と 2040年の将来動向 

2.1 各分野における空港臨海部の現状 

空港臨海部はこれまで、製造業を主とした土地利用が中心でした。近年では、その立地の良さから、物

流、環境系の企業の進出も進んでいます。以下では、この実態を「産業」、「土地利用」、「地価」の３つの観

点から把握します。 

一方、インバウンド2増加に伴う羽田空港の重要性の高まりや空港臨海部のスポーツ施設・レジャー施

設などの整備も進んでおり、今や働く場だけでなく、観光、憩い・遊ぶ場としての性格も有するようになり

ました。そこで、空港臨海部の新たな「使われ方」の現状を把握するため、上記３つの観点に、「交通」、「観

光」、「自然環境・スポーツ」の３つの観点を加え整理をしました。 

2.1.1 産業の動向 

空港臨海部の産業、とりわけものづくり企業数は、ここ 10 年で減少傾向にあります。主な特徴としては、

以下のとおりとなります。 

・ ３島（昭和島、京浜島、城南島）における製造業企業数は、平成 18 年から 28 年にかけて約 15%減

少（251 社→213 社）している。（図２-１） 

・ ほぼ全ての企業が従業員数 300 人未満の中小企業であり、従業員数 10 人未満の企業も 3 割程

度を占める。（図２-２） 

・ 下請型で少量多品種生産及び量産を主力としつつ、企画、開発、設計も担っている。受注先・外注先

とも大田区内が多く、受注先は関東一円に、外注先は１都３県にまで広がっている。（図２-３、図２-４） 

・ 当初製造業として使われていた土地の廃業・移転が進み、非製造業の新規立地により業種の混在が

進む。（図２-５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※従業者４人以上の事業者を対象。 

図 2-1 事業所数の推移 

出典)経済センサス（活動調査） 事業所・企業統計調査より作成  

                                            
2 外国人が訪れてくる旅行 

 昭和島、京浜島、城南島における製造業企業数

は、平成 18 年から 28 年にかけて約 15%減少 
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図 2-2 従業員規模別事業所数 

出典)「大田区ものづくり産業等実態調査」(令和元年度）より作成 

 

 

図 2-3 事業所が手がける機能 業務の有無（３島（昭和島、京浜島、城南島）） 
出典)「大田区ものづくり産業等実態調査」(令和元年度）より作成 

  

6.3% 23.4% 21.9% 15.6% 10.9% 10.9% 3.1%
4.7%

3.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0人 1～3人 4～9人 10～19人 20～29人 30～49人

50～99人 100～199人 200～299人 300人以上 不明

7.1% 14.3% 21.4% 21.4% 7.1% 7.1% 14.3% 7.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0人 1～3人 4～9人 10～19人 20～29人 30～49人

50～99人 100～199人 200～299人 300人以上 不明

14.0% 20.9% 23.3% 7.0% 14.0% 11.6% 9.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0人 1～3人 4～9人 10～19人 20～29人 30～49人

50～99人 100～199人 200～299人 300人以上 不明

昭和島 

（n=14） 

城南島 

（n=43） 

京浜島 

（n=64） 

１０人未満 

43.5%

49.5%

84.7%

78.8%

50.9%

56.5%

50.5%

15.3%

21.2%

49.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

a 製品企画

b 開発 設計

c 試作 少量生産

d 量産

e                 

手がけている 手がけていない
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図 2-4 地域別の受注・外注割合(区全体) 

出典)「大田区ものづくり産業等実態調査」(令和元年度） 

 

  

京浜島（1993 年） 京浜島（2013 年） 

  

城南島（1993 年） 城南島（2013 年） 

  

昭和島（1993 年） 昭和島（2013 年） 

図 2-5 業種業態の変化（３島（昭和島、京浜島、城南島）） 

出典) 1993 年、2013 年の住宅地図 BLUE MAPⅡ（ZENRIN 社発行）を参照し、敷地ごとに判別。 

外注 受注 
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また、ものづくり産業の経営課題として、外部要因の影響が大きいことと、企業の設備更新が挙げられ

ています。主な特徴としては、以下のとおりとなります。 

・ 「人材の確保が困難」、「原材料価格の高騰」、「価格競争の激化」、「国内需要の低迷」、「外注環境の

悪化」などが課題として挙げられている。（図２-６） 

・ 新規顧客・新規事業分野として、既存の技術・ノウハウを生かしながら、「製造装置・生産用機械」、

「電気・電子・情報通信機械」、「自動車」、「医療・介護」、「環境・エネルギー」、「IT」という新分野に進

出したいという意見が多い。また、海外への進出には消極的な企業が多い。（図２-7、図２-8） 

 

図 2-6 市場・競争環境の変化の内容（３島（昭和島、京浜島、城南島）） 

出典)「大田区ものづくり産業等実態調査」(令和元年度）より作成 
 

 

図 2-7 新規顧客･新事業分野の開拓にあたって関心のある分野（３島（昭和島、京浜島、城南島）） 

出典)「大田区ものづくり産業等実態調査」(令和元年度）より作成 
 

23.2%

15.3%

13.6%

13.0%

9.0%

8.5%

6.2%

5.1%

2.8%

2.3%

0.6%

0.6%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

人材の確保が困難

原材料価格の高騰

価格競争の激化

国内需要の低迷

外注環境の悪化

消費者市場や顧客    の変化 多様化

人件費の高騰

取引先の海外展開

         の高騰

新規参入業者の増加

IT活用に対する    の高まり

その他

45.0%

37.5%

30.0%

30.0%

22.5%

20.0%

17.5%

12.5%

12.5%

7.5%

2.5%

0.0%

10.0%

0.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

製造装置 生産用機械

電気 電子 情報通信機械

自動車

医療 介護

環境       
IT

航空 宇宙

食料品

土木 建築構造物

農業

衣料 生活用品

化学品

その他

わからない
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図 2-8 現在特に力を入れて取り組んでいること（３島（昭和島、京浜島、城南島）） 

出典)「大田区ものづくり産業等実態調査」(令和元年度）より作成 
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2.1.2 土地利用の現況 

空港臨海部の用途地域は、主に工業専用地域、準工業地域となっていますが、土地利用としては、製

造業から物流施設などへの転換が進んでいます。主な特徴としては、以下のとおりとなります。 

（※21 ページ、図 2-21「空港臨海部の主な開発動向」参照） 

・ 空港臨海部の製造業事業所の廃業・移転後に、物流業や廃棄物中間処理業の企業が新規に立地し、

用途の混在が緩やかに進んでいる。また、直近では大規模な物流施設の立地も多い。（図 2-９、図

2-10、図 2-1１、図 2-1２） 

・ 内陸部では工場アパートなどの産業支援施設が点在し、HANEDA GLOBAL WINGS では、公民

連携により開業した羽田イノベーションシティの中に創業支援施設として、HANEDA×Pio（ハネダ

ピオ）、羽田旭町の三井不動産インダストリアルパーク羽田内に産業施設として、Techno Square 

Haneda（テクノスクエアハネダ）が展開されている。 

・ 区内ものづくり企業の取組として、自工業の一部を工場アパートとして別企業に転用し、自社との事

業連携が可能な製造事業者を誘致する取組も存在。（事例：㈱桂川精螺製作所） 

・ 東海、平和島、京浜島、城南島には、未利用地が一部に残っており、大規模な公有地も存在する。 

（図２-９、図 2-1１） 

 

図 2-9 埋立島部の土地利用変化 

出典)東京都「土地利用現況調査」 
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図 2-10 土地利用現況（平成 18年） 

出典)平成 18 年度都市計画基礎調査より作成 

 

図 2-11 土地利用現況（平成 28年） 

出典)平成 28 年度都市計画基礎調査より作成 
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図 2-12 新設/廃止した工場・指定作業場分布図（平成 19年 4月～平成 24年 7月） 

出所)東京都「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（環境確保条例）」の届出データ 
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木材加工・繊維
・皮革製造業
・その他製造業

<新規立地> <廃止>

<新規立地> <廃止>
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2.1.3 地価の現況 

空港臨海部は、羽田空港や高速道路、東京港へのアクセスの良さが影響していることから、東京湾の

他地区と比べて地価が総じて高くなっています。土地利用の現況と合わせてみると、地価負担力の低い

製造業の新規立地が停滞しているなか、地価負担力の高い物流企業の進出が進んでいます。主な特徴

は以下のとおりとなります。 

・ 物流機能が集積する平和島・東海は、他エリアよりも地価が高い。 

・ 京浜島・東海の地価単価の伸びは、他エリアに比べて大きい（10 年で約 1.3 倍）。 

・ 内陸部と比較すると概ね同程度の地価水準である。 

・ 埋立島の地価単価は、川崎側の２倍程度である。 

図 2-13 地価の推移（2008年と 2018年の 2時点比較） 

出典)公示地価（国、都道府県） 
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2.1.4 交 通 

空港臨海部の交通量の現況については、地価の現況からもわかるように、羽田空港や東京港などへの

アクセスの良さが影響し、内陸部と島部を結ぶ「東西交通」の交通量（混雑度）は、今後ますます増加する

可能性があります。主な特徴としては、以下のとおりとなります。 

・ ここ 10 年で三環状道路、主要な国道、臨港道路の整備が進んだ。 

・ 運輸、建設、卸売・小売業が増加傾向にある。（図 2-1） 

・ 主要幹線道路における交通量は減少傾向にあるものの、依然として大型車の交通量（大型車混入率）

は多い。（図 2-14） 

・ 南北方面を連絡する主要幹線道路の交通量は減少傾向にあるものの、東西方向を連絡する主要幹

線道路においては、依然として交通量が多い。（図 2-14） 

 

 

 

図 2-14 混雑度及び大型車混入率 

出典) 「平成２２年度 全国道路・街路交通情勢調査」及び「平成２7 年度 全国道路・街路交通情勢調査」（国土交通省）より作

成 

 

  

平成 22年度 

平成 27年度 

【国道 357号】 

混雑度及び大型車混入率ともに減少 

【首都高速 1号羽田線】 

混雑度は減少したが、大型車混入率は

増加 

【環状八号線】 

大型車混入率が増加 

【環状七号線】 

混雑度が増加 
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公共交通については、島部アクセスはバスが主流となっています。平日通勤時は増便により輸送力不

足に改善が見られたものの渋滞があること、また休日の運行本数が少ないことから、利便性が高いとは言

えない状況です。主な特徴としては、以下のとおりとなります。 

・ 現状の公共交通（タクシーを除く）では、東海には路線バス、昭和島には路線バスとモノレール、城南

島には路線バスと企業バス、京浜島には路線バスのみが走行している。（図 2-15、図 2-16） 

・ 令和島には、臨海副都心から路線バス及び徒歩で来ることが可能。令和島内にはバス停がない。 

・ 路線バス運行本数については、平日日中及び休日で少ない。（図 2-15、図 2-16） 

・ バス便の増減（2017 年と 2018 年の比較）では、朝 6～7 時台と夕 17 時～20 時台が増便してお

り、通勤・帰宅時間帯の輸送力不足への対応がうかがえる。一方で、平和島付近において渋滞などに

よる旅行速度の低下がみられる。（表 2-1、図 2-15、図 2-16） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典)大田区資料、京急バスホームページ 

  

図 2-15主要バスのサービスレベル（平日） 

■平日 

 

（本数） 

（時間） 

ピーク① 
21本/ｈ 

ピーク② 
22本/ｈ 

オフ① 
5本/ｈ 

オフ② 
14本/ｈ 

オフ③ 
6本/ｈ 

総系統数 運行総数

14本
※競艇・競馬開催日の臨時便等はのぞく

515本
※競艇・競馬開催日の臨時便等はのぞく

平和島 

昭和島 
京浜島 

城南島 
東海 
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図 2-16主要バスのサービスレベル（休日） 

出典)大田区資料、京急バスホームページ 

 

表 2-1 バス便の増減（2017年と 2018年の比較） 
系統 増減便数 増便後便数 

森 45 

大森駅発便 

大森駅―レジャーランド平和島―流通センター前―京浜島・昭和島循環 

大森駅発 

6時台 1便 増 

7時台 1便 増 

17便/日 

森 24 46 

京浜島一番地発便 

大森駅―平和島駅―流通センター前―京浜島循環 

京浜島一番地経由 

16時台 2便 減 

17時台 2便 増 

20時台 1便 増 

18便/日 

森 24 46 

大森駅発便 

大森駅―レジャーランド平和島―流通センター前―京浜島循環 

大森駅発 

16時台 2便 減 

17時台 1便 減 

18時台 1便 増 

20時台 1便 増 

25便/日 

出典)「路線バス時刻表（2018.4.時点） 」（京浜急行バスホームページ）より作成  

総系統数 運行総数

13本
※競艇・競馬開催日の臨時便等はのぞく

232本
※競艇・競馬開催日の臨時便等はのぞく

 

平日の運行本数と比較して、 
休日の運行本数が半分以下 

（本数） 

ピーク① 
48本/ｈ 

ピーク② 
40本/ｈ 

オフ③ 
10本/ｈ 

オフ① 
12本/ｈ オフ② 

24本/ｈ 

（時間） 

■休日 

総系統数 運行総数

13本
※競艇・競馬開催日の臨時便等はのぞく

232本
※競艇・競馬開催日の臨時便等はのぞく

平和島 

昭和島 
京浜島 

城南島 

東海 
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2.1.5 観 光 

空港臨海部は、観光資源の認知度は決して高いとは言えない状況ですが、公園やスポーツ施設、工

場・企業見学が行える施設、大田市場など魅力ある観光資源が点在しています。主な特徴としては、以下

のとおりとなります。 

・ 外国人を含む宿泊者などが大田区内を宿泊地として選ぶ理由を見ると、良好な公共交通環境であ

ることが強みであることがわかる一方、周辺に魅力的な観光資源があると認識している人は少ない。

（図２-17） 

・ 宿泊者の訪問先を見ても、空港臨海部周辺に、公園やスポーツ施設を中心とした観光資源が点在し

ているものの、これらは含まれていない。（表２-2） 

・ 羽田クロノゲート、ＡＮＡ Blue Base では、体験観光が可能であり、外国人観光客を含めＳＮＳに

より広く情報発信されている。（図２-18） 

 
図 2-17 大田区が宿泊地として選ばれる理由 

 
出典)第 1 回（仮称）新大田区観光振興プラン策定委員会 資料 4（付随資料）「大田区観光を取り巻く現状について～観光
統計・マーケティング調査結果～」 
 

表 2-2 宿泊者が大田区内で訪れた場所 

 回答数   回答数 
蒲田 122  大田区総合体育館 8 
羽田空港、羽田 71  池上 7 
銭湯・温泉 16  穴守稲荷 5 
池上本門寺 15  ドンキホーテ 5 
大森 9  羽田神社 5 

 

出典)第 1 回（仮称）新大田区観光振興プラン策定委員会 資料 4（付随資料）「大田区観光を取り巻く現状について

～観光統計・マーケティング調査結果～」 
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図 2-18 訪日外国人による SNSを使った発言 
 
出典) 第 1 回（仮称）新大田区観光振興プラン策定委員会 資料 4（付随資料）「大田区観光を取り巻く現状について～観光統
計・マーケティング調査結果～」 

2.1.6 自然環境・スポーツ 

空港臨海部では、内陸部では確保できない大規模な公園・緑地、スポーツ施設が多く整備されていま

す。主な特徴としては、以下のとおりとなります。 

・ 大田区全体の公園・緑地面積のうち約４割は空港臨海部の公園・緑地が占めている。（表 2-3） 

・ スポーツ健康都市を実現するエリアとして「新スポーツ健康ゾーン」にも位置付けられており、昭和島

二丁目公園、森ケ崎公園など新たにスポーツ関連施設が整備されている。（図 2-19） 

 

表 2-3 空港臨海部における緑地・公園面積 

該当範囲 面積 面積割合 

空港臨海部の主な公園・緑地 約 130.53ha 42.79% 

内陸部の公園・緑地 約 174.53ha 57.21% 

合 計 約 305.06ha 100% 
 
出典)大田区資料より作成 
 

 

  

ソラムナード羽田緑地 城南島海浜公園 

出典）東京都「だれでも東京」ホームページ 
https://www.daredemo-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/facility/park/60116/, 

2021 年 9 月 30 日閲覧 
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図 2-19 近年整備・リニューアルしたスポーツ関連施設  

  

大森ふるさとの浜辺公園 

大森東水辺スポーツ広場（ビーチバレー場） 

 

昭和島二丁目公園（フットサル場、少年サッカー場） 

森ケ崎公園（サッカー場） 

 

大井ふ頭中央海浜公園（大田スタジアム） 
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2.2 空港臨海部の位置付けと開発動向 

空港臨海部は、エリアごとに様々な特性の産業が集積する東京都心部の南端に位置しており、環状線

を軸とした広域ネットワークにおいては、陸・海・空の交通結節点に位置付けられています。 

また、令和島を含む東京ベイエリアで進む次世代まちづくりとのつながりも展望され、産業面で高いポ

テンシャルを持つエリアと言えます。 

 

 

図 2-20 東京都心部にみる空港臨海部の位置付け 

出典）臨海部開発構想研究会「Tokyo Glocal HUB Core 構想」より  
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また、HANEDA GLOBAL WINGS の開発により、首都圏の玄関口として空港臨海部の魅力が更に

高まるとともに、羽田空港アクセス線3、東京レールゲート、大水深岸壁を有するふ頭（Y3、Z1）など、新た

な交通ネットワークや物流拠点の構築が予定されており、物流や交通の拠点としての機能もより高まるこ

とが期待されています。 

図 2-21 空港臨海部の主な開発動向  

                                            
3 羽田空港と都心とのアクセス利便性の向上を目的とした、田町駅付近・大井町駅付近・東京テレポート～東京貨物ターミナル

付近～羽田空港を結ぶ新路線。 
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2.3 2040年の将来動向 

2040 年の空港臨海部の将来像を設定するに当たり、2040 年に向けた都市部における社会経済状

況の変化（メガトレンド）について、整理を行いました。 

また、新型コロナウイルス感染症により、産業、生活の多方面で大きな影響を受け、新たな生活様式が

中長期にも定着していく傾向が見られています。 

ここでは、2040 年の将来動向を想定し、2040 年からのバックキャスト思考により空港臨海部が目指

すべき姿を考察する基礎資料を収集・整理しました。 

2.3.1 都市部における 2040年に向けた社会構造の変化（メガトレンド） 

  2040 年の未来社会（主に都市部を対象）においては、社会構造の変化、技術革新、人々の意識革新

の 3 つの視点で下図に示すような様々な変化が生じていると想定されます。 

 

       

       国際的な変化 

 アジア台頭と都市間競争 

 観光・インバウンドの増加 

 SDGs などのグローバル課
題への対応 

 人口の変動 

 少子高齢化 

 生産年齢人口の減少 

 都心部への一極集中の
進行と緩和 

 都市課題の顕在 

 産業構造変化への対応 

 インフラの老朽化・遊休化 

 災害への対応強化 

 地球環境の急激な変化 

 ライフ/ワークスタイル 
の変化 

 モノからコト・サービスへ 

 働き方の変革 

 多拠点居住 

 自然共生・活用 

       

 Society5.04の社会実装 

 自動化・AI5化、5G6・ポスト 5G 

 素材・エネルギーなどの革新 

 信用創造技術(ブロックチェーン7など) 

  多様性の承認（ダイバーシティ8） 

 社会的包容力の推進（インクルージョン9） 

 

図 2-22 都市部における 2040年に向けた社会構造の変化 

 

 

                                            
4 狩猟社会（Society 1.0）、農耕社会（Society 2.0）、工業社会（Society 3.0）、情報社会（Society 4.0）に続く、「サイ

バー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立す

る、人間中心の社会（Society）」。 
5 人工知能（Artificial Intelligence）の略称。「機械学習」とも呼ばれる。機械であるコンピューターが「学ぶ」技術により、翻

訳や自動運転、医療画像診断や囲碁・将棋といった人間の知的活動分野に活用。 
6 第 5 世代移動通信システム。AI/IoT 時代の ICT 基盤で、超高速・超低遅延・多数同時接続が実現可能。 
7 情報通信ネットワーク上にある端末同士を直接接続して、取引記録を暗号技術を用いて分散的に処理・記録するデータベース

の一種。「ビットコイン」等の仮想通貨に用いられている基盤技術。 
8 性別や国籍、年齢などにかかわりなく、多様な個性が力を発揮し、共存できること。 
9 個人や集団が社会的な権利獲得・交流参加などを妨げられるという「社会的排除」を克服することで、「社会的包摂（Social 

inclusion）」を達成すること。 

 

都市部における 2040 年に向けた社会構造の変化 

 技術革新  意識革新 
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（1） 国際的な変化 

1） アジア台頭と都市間競争 

2040 年においては、インドや中国といったアジア圏国家の GDP 成長率が高く、パリが GDP 上位５

都市から外れるなど欧米日の世界での存在感の減退が予想されます。 

また、世界中の都市で成長格差が顕在化・加速し、都市間競争が過熱することが予想されます。 

 
 

図 2-23 2050年までの世界各国の GDPの予測 

出典）国土交通省「参考資料 1 2050 年の国土に係る状況変化」、
https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001361257.pdf、2021 年 5 月 20 日取得 
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2） 観光・インバウンドの増加 

2019 年まで、訪日外国人旅行者数は増加傾向にあり、その後も堅調に増加すると想定されていまし

た（図 2-24）。しかし、2020 年の新型コロナウイルス感染症流行を契機に、観光・インバウンド需要は

著しく低下しました。 

今後は、新型コロナウイルス感染症のワクチンの普及などにより国内外の観光の回復が期待されます。

国連世界観光機関(UNWTO)の専門家委員会では、2022 年頃には世界の観光需要が回復するとい

う意見も出されています（図 2-25）。 

 

 
 

図 2-24 2030年までの訪日外国人観光客数推計 
出典）国土交通省「日本旅館の生産性向上・インバウンド対応の強化等を加速するための新たなビジネスモデルのあり方等に関
する検討会」、 https://www.mlit.go.jp/common/001290031.pdf、2021 年 8 月 30 日取得 

  

 
 

図 2-25 専門家委員会による世界の観光需要回復時期の予測 
出 典 ） UNWTO 、 「 TOURIST NUMBERS DOWN 83% BUT CONFIDENCE SLOWLY RISING 」 、 
https://www.unwto.org/news/tourist-numbers-down-83-but-confidence-slowly-rising、2021 年７月 27
日取得 

  

専門家の６割が 2022 年

頃に回復すると予想 
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3） SDGｓ等のグローバル課題への対応 

昨今、SDGs10の策定及びその達成目標進捗のモニタリングといった世界規模での課題解決に向け

た動きが見られています。この動きは今後も見られると思われ、各国は国内の個別課題の解決にのみ注

力すれば良いという訳ではなく、気候変動や貧困解消、ジェンダー平等、経済成長など様々なグローバ

ルな課題への対応姿勢が問われることになります。 

 

 
 

図 2-26 SDGｓ17のゴールごとの人々の関心度 

出典）国際連合広報センター「MY WORLD 2030」、
https://www.unic.or.jp/activities/economic_social_development/sustainable_development/2030agend
a/myworld2030/、2021 年 12 月 3 日取得 

 

 
図 2-27  SDGｓ17のゴール一覧 

出典）外務省「持続可能な開発目標（SDGs）達成に向けて日本が果たす役割」、

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/pdf/sdgs_gaiyou_202108.pdf、2021 年 9 月 24 日取得  

                                            
10 持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals）のことで、2030 年までに持続可能でよりよい世界を目指す

国際目標。17 のゴール・169 のターゲットから構成され、地球上の「誰一人取り残さない（leave no one behind）」ことを標

榜。 

健康・Well-being 

 

教育の質 

ジェンダー平等 

 

働きがい・経済成長 
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（2） 人口の変動 

1） 少子高齢化、生産年齢人口の減少 

今後、日本の少子高齢化及び生産年齢人口の減少はますます進行し、2040 年には 65 歳以上の高

齢化率は約 35％、生産年齢人口割合は約 55％になる予測です。東京都でも同様の傾向が見られま

す。それに伴い、社会保障費の増加や税収の減少など、様々な課題がより深刻化することが見込まれま

す。 

 

図 2-28 2065年までの日本の将来推計人口 

出典）内閣府「令和 3 年度版高齢社会白書（全体版）」、https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-
2021/zenbun/pdf/1s1s_01.pdf、2021 年 8 月 30 日取得 

 

 
図 2-29 2060年までの全国と東京都の人口推計 

出典）東京都「2060 年までの東京の人口推計」、https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-

plan/actionplan-for-2020/plan/pdf/honbun4_1.pdf、2021 年 9 月 9 日取得  
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2） 都心部への一極集中の進行と緩和 

これまでは、就業・学習環境の充実などの理由から、東京圏といった都市部への一極集中が進行して

きました。 

しかし、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、オンラインでの就業や学習環境が整いつつあること

で、地方部への分散の動きも見られています。今後、このような理由から、都心部への一極集中が緩和

される可能性もあります。 

 

 
 

図 2-30 2060年までの東京都の人口増減数推計 
出典）東京都「2060 年までの東京の人口推計」、https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-
plan/actionplan-for-2020/plan/pdf/honbun4_1.pdf、2021 年 9 月 9 日取得  
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（3） 都市課題の顕在 

1） 産業構造変化への対応 

我が国の産業構造は、1990 年代に二次産業の従事者数が減少に転じ、以降、三次産業の従事者数

に占める割合が更に拡大しています。この三次産業の中でも、クリエイティブ産業（情報通信業といった

知識集約型産業のこと。「四次産業」）の従事者が全体の５％から 17％へ増加しています。 

まちづくりにおいても、こうした新たな産業の台頭にも対応していくことが求められています。 

 

 
 

図 2-31 日本の産業別従事者数の推移 

出典）国土交通省「都市の多様性とイノベーションの創出に関する懇談会中間とりまとめ」、
https://www.mlit.go.jp/common/001301649.pdf、2021 年 8 月 30 日取得 
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2） インフラの老朽化・遊休化 

20 世紀後半以降、全国各地で急速に道路、橋梁、学校といったハードインフラが整備されてきました

が、昨今、これらのハードインフラの老朽化や遊休化が進行しています。今後、建設後の経年劣化や若

年人口の減少などに伴い、加速度的に老朽化・遊休化が進行していくと予測されています。 

 

 
図 2-32 全国における建設後 50年以上経過する施設の割合 

出典）国土交通省「令和３年度版 国土交通白書」、
https://www.mlit.go.jp/hakusyo/mlit/r02/hakusho/r03/pdf/np102200.pdf、2021 年７月 26 日取得 
 
 

 
 

図 2-33 各施設の余剰面積比率（都市規模別） 
出典）内閣府「生産性の高い社会資本整備実現に向けて」、https://www5.cao.go.jp/keizai-

shimon/kaigi/minutes/2017/0425/shiryo_03-2.pdf、2021 年 9 月 24 日取得  
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3） 災害への対応強化 

近年、気候変動に伴う災害激甚化（大型台風の到来に伴う大規模な風水害など）が指摘されており、

今後も降雨量の増加が予測されているため、こうした状況は継続すると考えられます。 

2040 年頃には降雨量が約 1.1 倍に、それに伴って洪水発生頻度は約 2 倍になると予測されていま

す。（図 2-34、表 2-4） 

大規模化・頻発化する災害への対応にあたっては、ハード面での対策に加え、都市部で進行しつつあ

るコミュニティの希薄化に伴う災害時の情報共有・避難体制の確保といったソフト面での課題にも取り

組む必要が出てきます。 

また、新型コロナウイルス感染症という新たなリスクも生じ、大規模地震といった災害以外への備えも

必要となります。 

 

 
 

図 2-34 降雨量の将来変化予測 
出典）国土交通省「気候変動の影響について」、
https://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/shaseishin/kasenbunkakai/shouiinkai/kikouhendou_suig
ai/1/pdf/09_kikouhendounoeikyou.pdf、2021 年 8 月 30 日取得 
 
 
 

表 2-4 降雨量変化倍率をもとに算出した、流量変化倍率と洪水発生頻度の変化 

降雨量 流量 洪水発生頻度 

約 1.1 倍 約 1.2 倍 約 2 倍 

出典）国土交通省「気候変動の影響について」
（https://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/shaseishin/kasenbunkakai/shouiinkai/kikouhendou_sui
gai/1/pdf/09_kikouhendounoeikyou.pdf、2021 年 8 月 30 日取得）より作成 
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4） 地球環境の急激な変化 

地球温暖化（日本の平均気温は産業革命以前と比べてすでに 1℃程度上昇、2040 年頃には 2℃上

昇と予測）やそれに伴う災害激甚化、生物多様性の喪失など、地球環境の変化は確実に進行しています。 

持続可能性の観点から、こうした変化を深刻に捉える動きも見られ、再生可能エネルギーの導入や省

エネルギーの取組、生物多様性の確保といった、地球環境の保全に向けて、一層取組を強化することが

必要となります。 

 

 
図 2-35 気温の将来変化予測 

出典）国土交通省「気候変動の影響について」、
https://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/shaseishin/kasenbunkakai/shouiinkai/kikouhendou_suig
ai/1/pdf/09_kikouhendounoeikyou.pdf、2021 年 8 月 30 日取得 
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（4） ライフ／ワークスタイルの変化 

1） モノからコト・サービスへ 

従来の形のあるモノを提供するサービスから、個人の趣向に応じた価値を提供する必ずしも形のない

コト・サービスの拡張が見込まれています。 

 

 
 

図 2-36 2017年から 2050年にかけての産業別付加価値額の変化 

出典）国土交通省「第 4 回 国土の長期展望専門委員会 資料」、
https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001325314.pdf、2021 年 5 月 14 日取得 
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2） 働き方の変革、多拠点居住 

新型コロナウイルス感染症の流行を契機にテレワークが浸透し、テレワーク実施者の８割以上が今後

もテレワークを希望するなど、新型コロナウイルス感染症の収束後も、テレワークなどを活用した働き方

は定着すると想定されています。（図 2-37） 

また、これに伴い、住環境に対する意向も変わりつつあります。近隣駅や職場から近く、利便性の高い

都心部から、広い住宅での暮らしや自然に囲まれた環境で過ごしたいという意向や郊外・地方への移転

を希望する割合が高まり、都市と地方での生活といった多拠点居住を試みる人も増えると想定されます。

（図 2-38） 

 

図 2-37 今後のテレワーク実施希望 

出典）内閣府「第 3 回 新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意識・行動の変化に関する調査」、
https://www5.cao.go.jp/keizai2/manzoku/pdf/result3_covid.pdf、202１年 6 月 4 日取得 

 

 

図 2-38 通勤時間に対する考え方の変化 

出典）リクルート住まいカンパニー「第 2 回 コロナ禍を受けた『住宅購入・建築検討者』調査（首都圏）」、https://www.recruit-

sumai.co.jp/press/upload/PressRelease_jyutakukenntousya2_20201125.pdf、2020 年 12 月 15 日取得 
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3） 自然共生・活用 

地球環境の保全に対する意識の高まりや、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた住環境の見直

しなどにより、自然環境を重視する志向や、自然環境の中での活動に対する関心が高まりつつあり、今

後もこの傾向は続くものと思われます。 

 

 
 

図 2-39 環境への関心の変化 

出典）SUSTAINABLE BRANDS 日本版「世界調査：コロナ禍、健康的で持続可能なライフスタイルを望む人が半数 企業は
ライフスタイルの転換を後押しできるか」、https://www.sustainablebrands.jp/news/us/detail/1198601_1532.html、2021

年７月 26 日取得 
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2.3.2 技術革新 

（1） Society5.0の社会実装 

 IoT（Internet of Things＝モノのインターネット）、更には IoE（Internet of Everything＝すべ

てのインターネット）がますます進展し、人々の活動可能性を更に高めていくことが予想されます。 

この Society5.0 と呼ばれる、サイバー（仮想）空間とフィジカル（現実）空間を高度に融合させたシス

テムによる人間中心の社会に転換することで、経済発展と社会的課題の解決を両立する未来社会の実現

が期待されています。 

 

  
 

図 2-40  Society 5.0で実現する社会 
出典）内閣府「Society 5.0」、https://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/、2021 年７月 26 日取得 
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（2） 自動化・AI化、5G・ポスト 5G 

自動運転の進展や AI の進化による AI と人間の役割の変化など、最先端テクノロジーの発展と社会実

装は産業や生活を一変させるインパクトを持ちます。この技術革新は、産業構造に変化をもたらす可能性

があり、例えば、生産職（金属加工作業者、機械器具組立作業者など）や事務職（会計事務員、オペレー

ターなど）がロボットや AI に一部代替されていくことで人材が過剰となり、一方で、専門技術や創造性を

必要とされる専門職（機械技術者、システムエンジニア、教員など）においては、代替される割合が小さい

ことから、人材不足に陥るといったことも想定されます。 

また、こうした専門性を持つ人材は、ロボットや AI を活用しながら、技術革新をリードしていくことも期

待されています。 

 
 

図 2-41 人材供給の時系列変化（2015年対比、職業分類別） 
出典）三菱総合研究所「大ミスマッチ時代を乗り超える人材戦略 第２回 人材需給の定量試算：技術シナリオ分析が示す職の
大ミスマッチ時代」、https://www.mri.co.jp/knowledge/insight/20180806.html、2021 年 8 月 30 日取得 
 

  



 

37 

 

（3） 素材・エネルギー等の革新 

エネルギー、水、食の重要性が認識されるようになり、メタンハイドレート採掘技術、大規模水素サプラ

イチェーン構築といった画期的な技術開発が進むことで、これまでの課題を打破する革新的な素材やエ

ネルギーなどが生まれることが想定されます。  

 

  
 

図 2-42 「エネルギー関係技術開発ロードマップ」の対象になる 36の技術課題 
出典）経済産業省「エネルギー関係技術開発ロードマップ」、
https://www.enecho.meti.go.jp/category/others/for_energy_technology/pdf/141203_roadmap.pdf、
2021 年７月 26 日取得 
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（4） 信用創造技術（ブロックチェーン等） 

ブロックチェーン11といった、不特定多数のユーザーが参加して記録をシェアし監視することで、不正を

防止できる新技術が開発されることで、従来はコストがかかり、リスクでもあった信用創造が不要となり、

信用の担保が難しかった個人間の金銭取引も利用できるようになることが想定されています。 

 

  
 

図 2-43 ブロックチェーンの仕組み 
出典）経済産業省「ブロックチェーン〔分散型台帳〕、シェアリングエコノミーを活用した新たな産業社会に向けて」、
https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/shomu_ryutsu/joho_keizai/bunsan_senryaku/pdf/005_s01
_00.pdf、2021 年７月 26 日取得 

  

                                            
11 ブロックチェーン技術とは情報通信ネットワーク上にある端末同士を直接接続して、取引記録を暗号技術を用いて分散的に処

理・記録するデータベースの一種 
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2.3.3 意識革新 

（1） 多様性（ダイバーシティ）、社会的包摂（インクルージョン）の推進 

個人の価値観が多様化していくと共に、多様な個性を尊重しあい、誰も孤立することのない社会、誰も

が活躍できる社会の実現に向けて、社会的包摂（インクルージョン）の推進や理解がより重要となっていま

す。 

企業活動においても、性別によらない活躍推進、年齢を問わない人材活用や働き方改革、障がい者雇

用の促進や外国人人材の活用など、様々な違いを問わず多様な人材を認め、活用する「ダイバーシティ

経営」の重要さが指摘されています。 

また、バリアフリーやユニバーサルデザインの導入など、社会での活躍を推進するインフラの整備も一

層求められていきます。加えて、多拠点居住・労働といった、これまでにない多様な選択肢も生まれ、多様

性を支える基盤の充実が一層求められる社会となっていきます。 

 

 
 

図 2-44 ダイバーシティ及びインクルージョンに対する意識 
出典）日本財団「「ダイバーシティ＆インクルージョン」に関する意識調査」、https://www.nippon-
foundation.or.jp/app/uploads/2019/08/new_pr_20190823_01.pdf、2021 年 8 月 30 日取得 
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2.4 産業・都市・ライフ／ワークスタイルの変化がもたらす機会 

2040 年に向けた社会構造の変化を展望すると、技術革新や意識革新に伴って、「産業分野」、「都市イ

ンフラ」、「ライフ/ワークスタイル」において様々な機会（チャンス）が生まれるものと見込まれます。 

「産業分野」では、自動化の進展などで産業再編が進むことにより、高負荷価値産業や食・水・エネル

ギー生産などの補助産業、研究開発や製造拠点の価値の向上をもたらし、ＳＤＧｓなどグローバル課題へ

の対応による企業価値向上によって新市場への進出機会を獲得します。空港臨海部はものづくり企業の

集積地であり、匠の技術が集積する一方、その開発工程には改善の余地は大きく、他産業との連携によ

る発展性も期待できます。 

「都市インフラ」では、陸・空・海の拠点である空港臨海部においては、ますます拡大する国際的な物流

に対応すべく、インフラ更新の必要性が高く、人の移動という観点においても MaaS12などの新技術の導

入により効率化が進むことが期待されます。同時に大規模災害時や新たな感染症発生時でのライフライン

や BCP13の強化、ビジネスコミュニティ14、規制緩和などソフトインフラの整備も必要です。 

「ライフ/ワークスタイル」では、人生 100 年時代における生涯活躍の場の拡大、誰でもどこでもいつで

も働ける環境の形成、居住地や職場近接における自然環境の価値向上など、新しいキャリアの形成、新し

い働き方の改革に変化をもたらします。 

なお、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、産業面では国内における R＆D（研究開発）拠点整備

の価値が高まっていること、大規模地震などのみならず新型コロナウイルス感染症といった感染症対策も

必要であること、コロナ禍において一層、自然環境が重視されていくといったことが予見されています。 

 
 

     

       
【社会構造の変化がもたらす機会】 

       
  自動化の進展等による産業再編 

 自動産業：スマートファクトリー15化 

 高付加価値産業：卓越した技術・
能力による高度加工や、機械に代替
できない能力（新製品・新技術の創
出など）の必要性 

 補助産業：食・水・エネルギーなどの
生産 

 国内 R&D、製造拠点の価値向上 

 企業価値向上による、新市場への
進出機会の獲得 

  国際的な情報流・取引流・物流が
拡大 

 新技術導入による移動・コミュニ
ケーションの円滑化 

 自動運転、MaaS 

 遠隔会議、自動通訳など 

 大規模災害・新型感染症発生時
のライフライン・BCP 強化 

 ソフトインフラ（ビジネスコミュニ
ティ、法律・規制緩和など）の 
整備 

  人生 100 年時代における生涯
活躍の場の拡大  

 誰でもどこでもいつでも働ける環
境が形成 

 都市と自然との共生：居住地・
職場近接の自然環境の価値 
向上 

 

図 2-45 産業・都市・ライフ／ワークスタイルの変化がもたらす機会  

                                            
12 Mobility as a Service の略称。地域住民や旅行者一人一人のトリップ（近距離の移動・旅行）単位での移動ニーズに対応

して、複数の公共交通やそれ以外の移動サービスを最適に組み合わせて検索・予約・決済などを一括で行うサービス。 
13 Business Continuity Plan（事業継続計画）の略称。企業が緊急事態に遭遇した場合において、事業資産の損害を最小

限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、方法、手段などを取り決めておく計画。 
14 ビジネスにおいて協業、コラボレーションが促進されるようなコミュニティのこと。 
15 ＩｏＴ・ビッグデータ・ＡＩ・ロボットを活用し、エンジニアリングチェーンやサプライチェーンをネットワーク化・最適化・自動化した、

ものづくりのスマート化に取り組む工場。 

 都市インフラ 

 

産業分野  ライフ/ワークスタイル 
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2.5 新型コロナウイルス感染症の影響想定 

新型コロナウイルス感染症は、生活を一変させ、人々は様々な経済社会生活の抑制を余儀なくされまし

た。新型コロナウイルス感染症への緊急対応として、国民の命を優先し経済社会活動が抑制される中、産

業・社会の機能維持に向けたデジタル技術の活用や生活そのものを変えていく、新たな生活様式の定着

などが進められてきました。 

コロナ禍以前の日常への復旧は容易ではなく、環境に適応しながら、アフターコロナにおいては、更に

「レジリエントで持続可能な経済社会16」を目指すことが求められます。自然災害からの復旧において、

「Build Back Better17（より良い復興）」というように、より良い社会を築き上げていくことが重要です。 

コロナ禍において、メガトレンドとも相まって、様々な変化も生まれてきています。人や組織の面では、

命と生活を優先することにより、個人のウェルビーイング18の向上と、社会全体としての持続性を尊重する

判断が重視されるものと思われます。技術面では、デジタル化や自動化が加速し、リアルを支援するもの

として融合が進んでいます。また、世界全体で見ると、命と生活のための国際協調が進み、新たな産業の

発展・競争も進んでいます。 

こうした変化のうち、特に空港臨海部のまちづくりに対して及ぼす影響が大きい、「産業分野」、「都市イ

ンフラ」、「ライフ/ワークスタイル」という３つの分野から整理を行いました。  

 

図 2-46 新型コロナウイルス感染症の影響考察の考え方 

  

                                            
16 感染症等のショックに対しても柔軟に耐える社会であるとともに、地球環境を維持しつつ、経済の豊かさ、そして個人のウェル

ビーイング（身体的・精神的・社会的に良好な状態）を持続的に両立できる社会。 
17 災害等の復旧・復興に関して、単に災害前の状態に戻すのではなく、災害前よりも強靭な社会づくりを行うという考え方。

2015 年 3 月の国連防災世界会議で採択された「仙台防災枠組 2015-2030」に記載されている。 
18 個人の権利や自己実現が保障され、身体的、精神的、社会的に良好な状態にあること。 

コロナ禍 
（感染症発生期） 

新型コロナウイルス感染症への緊急対応 

国民の命を優先し 
経済・社会活動を制限 

産業・社会機能維持と 
緊急デジタル化 

新たな生活様式 国際協調の変化 

コロナ禍 
（With コロナ期） 

アフター 
コロナの 
社会 

コロナ禍がもたらした変化 

人・組織： 
命と生活を優先、他
者との関わり方や暮ら
し方の変化 

世界： 
命と生活のための国
際協調と新たな製品・
サービス開発の競争 

個人のウェルビーイングと社会全体の持続 

可能性の両立 

デジタル・リアルの最適配分による地域の 

自立分散 

地球規模の社会課題に対する国際ルール 

形成と協調 

技術： 
デジタル化、自動化の
加速、リアルを支援す
るものとして融合 
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「産業分野」においては、大手製造業がサプライチェーンを一層強化する動きが見られる中、空港臨海

部のものづくり企業においても、研究開発などに力を入れるなどの変革が求められることが予想されます。 

「都市インフラ」においては、移動が抑制されたことからインターネット上での売買による小口物流が増

加し、物流機能の重要性がより高まっており、自動運転や物流施設の高度化が進むものと思われます。ま

た、移動手段という観点では、パーソナルモビリティなど交通手段の多様化が進むものと思われます。 

「ライフ/ワークスタイル」においては、健康維持や憩いなどの場として、公園や緑地の価値が再評価され

るとともに、大規模災害や感染症などの有事の際もよりレジリエントなまちづくりを進めることが求められ

ます。 

 

     

     
＜コロナ禍による影響＞ 

 製造業の発注低迷に伴い、臨海

部のものづくり企業の受注は目下

大幅減 

 大手製造サプライチェーンへの影響

と合わせて、大手製造業は研究開

発と新製品開発を投資と体制の両

面で強化する可能性 

 ＜コロナ禍による影響＞ 

 物流需要増、特に小口物流増に

伴い、更に物流施設立地需要が

増加 

 コロナ禍により顕在化した大量輸

送機関のリスク、およびパーソナルモ

ビリティなどの快適性の認知により、

大量輸送機関による内陸部との移

動は忌避される可能性 

 ＜コロナ禍による影響＞ 

 コロナ禍により空港臨海部での就

業者にとって、感染症対策などによ

り更に勤務しづらい状況に 

 居住地選択における評価基準が

通勤利便性重視から、暮らしやす

さも重視されるようになり、地域にお

ける自然、公園や緑地などが再評

価 

     
＜方針に組み込むべき要素＞ 

 大企業からの受注に依存するだけ

ではなく、空港臨海部を技術者や

研究者が集う、研究開発と新製品

開発のパートナーエリアへ 

 都心近郊の工業専用地域という

立地特性を活かし、研究開発の有

力候補地に 

 高付加価値化の一部として、工

場・物流施設などの高度化と自動

化の同時加速 

 ＜方針に組み込むべき要素＞ 

 道路インフラの高度化による混在

緩和（物や人の自動運転専用車

線） 

 物流施設高度化・拡大化 

（自動化など）による機能増強 

 内陸部交通手段の多様化（自

転車などのパーソナルモビリティ） 

 ＜方針に組み込むべき要素＞ 

 大規模災害や感染症などの有事

にも、まちの機能を維持し、区民の

安全や産業の継続性を確保するよ

うな持続可能なまちとなっている。 

 区民や働く人の健康維持の拠点、

憩いや交流の場として自然や公

園・緑地を活用 

図 2-47 空港臨海部のまちづくりへの影響（想定） 

 

 

  
 

産業分野  都市インフラ  ライフ/ワークスタイル 
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2.6 空港臨海部の目指すべき方向性 

空港臨海部の強みと 2040 年の将来動向に加え、新型コロナウイルス感染症の影響も考慮し、空港臨

海部の目指すべき方向性を以下のとおり整理しました。 
 

空
港
臨
海
部
の
強
み 

 産業特性 

  オンリーワンのものづくり： 
製造が難しい製品も作業工程と工具を独自に考え、対応できる技術力・ノウハウを持つ企業が集積 

 都心付近にある工業専用地域という希少性： 
住宅地などでは制限される産業活動（24時間稼働、危険物取扱など）や実証実験などが可能 

 新たな開発可能性のある土地の存在（中央防波堤埋立地：令和島周辺） 

 立地特性 

  顧客との近接： 
都心及び関東一円に近く、様々な交通手段を活かした人の交流や物流の適地 

 世界との近接： 
羽田空港及び東京港を窓口とする世界との近接性 

 都市資源 

  希少な自然・観光資源の存在： 
23区内（都心付近）では希少な公園・緑地・水辺・河川、大田市場などの存在 

 多重の交通手段の存在： 
交通手段の多重性（中央環状線や湾岸線、首都高速道路、空港、 
リニア中央新幹線［品川駅に近接］、港湾の存在） 

 物流、防災拠点機能の存在： 
日本自動車ターミナル、東京流通センター、東京団地冷蔵など、多数の倉庫の存在 

 2040 年の将来動向 × 空港臨海部の強み 

空
港
臨
海
部
の
目
指
す
べ
き
方
向
性 

 将来動向×産業特性に基づく方向性 

  既存の技術・ノウハウを生かしながら、次世代の高付加価値産業（製造装置・産業機械、医療・介護、
環境・エネルギー・循環、自動車など）への参入が進み、災害時や感染症発生時にも継続性の高い産
業が拡大している。 

 研究開発、試作製造、実証実験などを展開し、新技術の社会実装に挑戦できる場となっている。 

 将来動向×立地特性に基づく方向性 

  多様な交通ネットワークが更に拡充され、物流適地としての価値が高まり、災害時や感染症発生時にも
都心における高度物流網の一翼を担っている。 

 人材、技術交流（技能研修、業務連携など）や、世界の製品開発・試作現場となっている。 

 将来動向×都市資源に基づく方向性 

  空港臨海部で働く人や訪れる人（区民・都民、羽田空港利用者など）にとって、アクセスしやすく、自
然・観光資源を活かした魅力的な就業環境や観光拠点が形成されている。 

 大規模災害時の水・食料・エネルギーの備蓄・生産基地、復旧・復興基地となっている。 

 区民にとって、余暇の充実や健康維持に役立つ憩いの空間となっている。 

図 2-48 空港臨海部の強みと目指すべき方向性 
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3. 空港臨海部の将来像 

3.1 2040年の将来像 

空港臨海部の目指すべき方向性を踏まえ、将来像を「多様な人々が交流・挑戦する“未来型創造都市”

～世界へはばたく空港臨海部～」とします。 

空港臨海部で働く人、遊びに来る人、創作活動をする人、海外から訪れる人など多様な人々が交流・挑

戦し、伝統と最先端テクノロジーが融合することにより、新たな分野での起業・創業、多様な交通手段の実

装など 2040 年の未来において、新たな価値が生み出され、世界が注目する次世代の空港臨海部が形

成されています。 

 

図 3-1  2040年の将来像イメージ  

多様な人々が交流・挑戦する“未来型創造都市”
～世界へはばたく空港臨海部～
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また、空港臨海部の将来像のイメージ及び将来像の概念を都市構造図として、以下のとおり整理しまし

た。 

 

 
 

図 3-2 将来像の都市構造図  

開発、生産、廃棄・再生産の

全工程において、卓越した技

術・能力を有する企業・技術

者が交流・挑戦するととも

に、工程の自動化が進み、高

い付加価値と産業の継続性

を生み出す場となっている。 

都市部において貴重な自然

資源（緑・川・海）やスポーツ・

アートの拠点として、余暇の

充実や健康維持に役立つ、

区民・来街者・働く人に親し

まれるエリアとなっている。 

公共交通や物流輸送の自動

運転、自転車専用車線等が

発展。多様な交通手段によ

り、東京湾岸の物流幹線網

の一翼や、内陸部との快適な

交通網を担う。大規模災害

時には復興を支える軸線と

なっている。 
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3.2 区民にとっての空港臨海部 

現在の空港臨海部の使われ方・位置付けについては、下図のとおりとなっています。これに対して

2040 年には、就業環境としての魅力が高まり、就業先の有力候補となっていることや、水上交通も含め

訪れやすく、区民の余暇の充実や健康増進に貢献していること、災害時には地域全体で安全を確保する

ための対策が打たれるなど、安全安心の面からも信頼性が高く、更に親しまれる地域となっています。 

 

現在の使われ方・位置づけ  2040 年の姿 

働く場 

 居住地に近く、区民の就業を支える
場所の一つである。 

 工業専用地域に指定されている場所
が多く、特殊な作業も可能。 

 六郷工科高校出身者などの就職先の有力な候補先と
もなっている。 

 熟練工による技術が強みのものづくり産業が多数立
地。 

 

 交通アクセスの改善や憩いの機
能など、就業環境の魅力向上が進
み、現在の産業集積に加えて大手
製造業や研究開発型企業、ベン
チャー企業などが立地する、人気
の就業先となっている。 

 職人の技術の DX 化でノウハウ継
承がスムーズに進んでいる 

レジャー・スポーツの場 
 バーベキュー場・キャンプ場のある城
南島海浜公園や、平和島にある娯楽施
設などは、区民の余暇活動の充実を図
る上で欠かせない施設となっている。 

 「大森ふるさとの浜辺公園」「平和の森公園」内の
スポーツ施設、「大田スタジアム」「大森スポーツ
センター」「ゆいっつ」など、区民スポーツ需要を
喚起する施設が集積している。 

 地元協議会主体で、大田市場や島部企業とも連携し
たイベント、場内探検ツアーなどが行われている。 

 

 水上交通と陸上交通を十分に活
用して、点在する施設を連携。
様々な活動を丸ごと体験し、区民
にとって余暇の充実や健康維持
に役立つ環境が存在している。 

災害時の防災拠点 
 広大な公園（平和の森公園など）が多
く立地。空港臨海部一帯は大規模火災
における地区内残留地区に指定されて
いる。 

 日本自動車ターミナル、東京流通センター、東京団
地冷蔵、大田市場など、災害時の大量の物資供給も
期待できる施設がある。 

 大田区のみならず、首都圏にとっても物資供給拠点
として要の地域となっている。 

 

 DCP（District Continuity Plan：
地域継続計画）も策定され、地域
全体で災害時に連携し合い、災害
時の首都圏復興の要として機能
している。 

 また、身近な地域にある公園や水
辺は、新型コロナウイルスのよう
な感染症発生時の制限ある生活
においては貴重な憩いの場とな
る。 

 

図 3-3 区民にとっての 2040年の姿  
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4. 将来像の実現に向けた基本方針 

4.1 将来像の実現に向けた３つの基本方針と分野別方針 

空港臨海部の将来像の実現に向けて、以下のとおり、３つの基本方針と基本方針ごとに分野別方針を

設定しました。 

基本方針①：高度な産業の集積拠点 

空港臨海部の技術者と国内外の技術者が交流し、それぞれの技術力やアイデアを協調・競争を通じて

新たな価値を創出する高度な産業の一大集積拠点を形成します。 

■産業 

・ 製造業をはじめ、特有の高い技術力を活かす企業の成長促進。最先端技術を活か

し、新たな挑戦を試みる企業の誘致・育成 

・ 内陸部・都心や海外との連携、大手企業やベンチャー企業などとの交流・協業・挑戦

を促進し、継続性の高いものづくり・研究開発の場を目指す。 

・ 国内外の技術者を惹きつける多様な働き方の実現 

■土地利用 

・ ものづくりを主体とした土地利用の促進 

・ 研究開発、試作製造、実証実験などの機能を促進する土地利用誘導 

 

 

図 4-1  将来像の実現に向けた基本方針①  
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基本方針②：人の活動と自然の調和 

空港臨海部の希少な公園や緑地、水辺空間を活かし、働く人や来街者に憩いとインスピレーションをも

たらす、産業・観光・レジャー・自然が調和したまちを実現します。 

 

■自然環境・レクリエーション 

・ 都心における希少な公園・緑地・水辺、道路空間などのオープンスペースを活かし、

区民・働く人には憩いの場として、来街者には多様なアクティビティを体験できる賑わ

いのある空間を創出 

・ 次世代エネルギー19の活用やエネルギーのスマート化20による脱炭素化21の推進 

■観光 

・ 「食」や「産業資源」などの観光コンテンツの創出・活用 

・ 舟運などによる新たな観光ルートの形成と羽田空港利用者の取込み 

 

 

図 4-2  将来像の実現に向けた基本方針②  

                                            
19 地球環境に対して負荷の少ない自然界のエネルギーである、太陽光・風力・地熱・中小水力・バイオマスといった再生可能エ

ネルギーや水素といった新エネルギー。 
20 太陽光や風力など再生可能エネルギーを最大限活用し、家庭やビル、交通システムを IT ネットワークでつなげ、地域でエネ

ルギーを有効活用する次世代の社会システム。 
21 低炭素化とは、主要な温室効果ガスである CO2 排出量を 1990 年に比べて 70％削減すること。 

脱炭素化とは、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにすることであり、2050 年の実現が目標。 
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基本方針③：次世代のインフラ整備 

陸・海・空における先端技術を活用した、次世代の交通・物流・通信インフラ及び交流のソフトインフラが

整備されるとともに、災害時における復旧・復興の拠点を担う地域を目指します。 

 

■交通 

・ 空港臨海部と近隣道路ネットワークの再構築・強化 

・ 最新技術（自動運転など）を活用した公共交通サービスレベル、配送サービスの向上 

■防災 

・ 大規模災害時に備える復旧・復興拠点の形成 

・ エネルギー自給率の向上と大規模災害・感染症発生時の BCP 強化を兼ねる柔軟

性・冗長性を備えたまちの形成 

■ソフトインフラ 

・ 交流・協業を円滑化するビジネスコミュニティの構築 

・ 新技術の社会実装を加速する法整備・規制緩和 

 

 

 

図 4-3  将来像の実現に向けた基本方針③ 
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4.2 将来都市方針図 

空港臨海部の将来像の実現に向けた３つの基本方針を、将来都市方針図として整理しました。 

土地利用としては、羽田空港は「世界交流の場」、昭和島、京浜島及び城南島は「ものづくりの場」、平

和島及び東海は「物流の場」、令和島は「港湾・先端テクノロジー実装の場」として位置付けています。 

また、空港臨海部にある既存資源を含め、「自然の核」、「賑わいの核」、「レジャー・憩いの核」、「交通・

交流拠点」を位置付けています。 

図 4-4  将来都市方針図  
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4.3 ３つの基本方針の狙いと相乗効果 

３つの基本方針は次世代のインフラ整備を出発点として、相互に相乗効果を発揮する関係にあります。

具体的には、次世代のインフラ整備では、東西軸強化、南北軸強化、周遊軸強化を進め、内陸部から空港

臨海部へ、また南北の広域交通の利便性向上を図ります。これにより、区民の空港臨海部へのアクセスが

容易となり、産業面では空港臨海部の産業競争力を押し上げる効果があると考えられます。 

それぞれの基本方針の相乗効果により、「区民に親しまれる空港臨海部」、「高い雇用獲得力を誇る空

港臨海部」となることを目指します。 

 

図 4-5  3つの基本方針の狙いと相乗効果  

出典：東京都「都市づくりのグランドデザイン」第4章

交流・連携・挑戦の都市構造
「都市づくりのグランドデザイン（2019.2 東京都）」

【３つの基本方針の狙いと相乗効果】

南北軸強化
南北軸：

南北の物流・商流・人流を支える地

区の骨格（東京湾岸道路、東京モノ

レールなど）

東西軸強化
東西軸：
内陸部から空港臨海部・島間の容易な

アクセスを可能にする地区の骨格（環

七、東京港臨海道路、環八、新空港

線、補助36号線など）

周遊軸強化
周遊軸：

島内・島間移動の周遊性を高める地

区の骨格（パーソナルモビリティ、コミュ

ニティサイクルなど）

高度な産業の集積拠点人の活動と自然の調和

島内・島間の移動にパーソナルモビリティ等

を活用し、アクセス性と周遊性を高める
出典：大田区ホームページ（羽田イノベーションシティ）

都心部 日本各地

周辺地域 世界

トラックの後続車無人隊列走行
（イメージ）

公民連携による
公園の賑わい創出

出典：横浜市「公共空間活用の手引き」（ヨコハマネイチャーウィーク）

ものづくりの協業
民間企業主導の協業の場・交流の

場

出典：墨田区ホームページ Garage Sumida（ガレージスミダ）

先端交通システム・物流インフラに
より、都心を支える高度な交通・物
流網の一翼を担う

出典：経済産業省ホームページ

産業競争に
優位な位置

公共交通の拡充、道路ネットワーク

の強化により内陸部⇔臨海部の

アクセス性が向上し、人の往来が

活発化
出典：国土交通省 ＢＲＴの導入促進等に関する検討会資料

区民が容易に
アクセス

次世代のインフラ整備
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4.4 2040年みらいスケッチ 

将来像が実現した 2040 年の区民にとって身近な存在となった空港臨海部のイメージを、様々な属性

を持つ区民の目線で「みらいスケッチ」として整理しました。 

次のように、2040 年の空港臨海部は多様な区民が活躍する場となっています。 
 

 10 代 留学生  

パラスポーツの聖地 
 

 私は海外出身で、2 年前にパラアスリートの留学生としてやってきました。子供の頃交通事故にあって

以来、車椅子生活を送っています。 

 2020 東京オリンピック・パラリンピックを契機に日本のスポーツ環境整備が進んだことで、空港臨海部

でも多様なスポーツ・アクティビティを体験することができます。 

 空港臨海部へ大森駅から低床バスに乗って移動します。歩道に面する部分は余裕をもって空間がと

られているので、車イスでも安心して利用することができます。案内サイン・マップも、マルチリンガル対応

で快適にあらゆる場所に移動できます。 

  

20 代 学生  

就職先は、伝統と革新が共存する臨海部企業 

 

 元々は文系だったけど、高校 3 年で体験した区主催のオープンファクトリーが私の人生を決定づけまし

た。これをきっかけにものづくり系の大学に進みました。 

 大学では、今いるゼミ仲間と一緒に、お試しベンチャーを立ち上げました。企業の方や行政の支援によ

り、高度な技術を活用しながら、色々なプロトタイプを素早く作ることができました。 

 就職先は臨海部に最近できた遺伝子医療のベンチャー。匠の技が生きるものづくり企業をコアにして、

研究開発やベンチャー企業も続々進出してきて、伝統と革新が息づく、協働のものづくりの場になって

います。 

 入社後は、毎日のランチは公園で。いろんな種類のキッチンカーが来るので、楽しみです。 
  

 30 代 自営業  

ふる浜ハッピービーチウェディング 
 

 結婚を考えている人と一緒に区内商店街で飲食店を経営しています。週末は、臨海部の公園内に

キッチンカーを出しています。 

 大森ふるさとの浜辺公園は、広々とした空・砂浜・水辺を、身近に体感できます。昭和島の工場を美

しく彩る朝焼けの中、大好きな人と早朝デートを楽しんだ思い出の場所です。 

 夜は、ナイトフィッシングが楽しみです。また、改装されたレストハウスにできたお洒落なバーでお酒を楽

しめます。 

 そんなふたりの思い出の大森ふるさとの浜辺公園で、互いに人生で一番輝く姿を見たい。憧れだった

ビーチウェディングを挙げました！ 

 

図 4-6 2040年みらいスケッチ① 
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 40 代 ファミリー  

週末ナンバーワン・レジャースポット・臨海部 

 

 週末は家族と一緒に臨海部に行きます。道路も安全で、コミュニティサイ

クルで 20分ほど汗をかけば、大森ふるさとの浜辺公園にたどり着きます。 

 公園内にあるスポーツ施設で都内では貴重なビーチバレーが楽しめます。 

 船に乗って京浜運河まで。船上レストランでランチを済ませたあとは、大田市場場外市場へ。フラワー

アレンジメント教室やせり体験ができ、家族も大喜びです。 

 今では商業施設でショッピングするより、自然のなかでおもいきり体を動かす、コトやトキを過ごすのが何

よりの楽しみとなっています。 

  

 50 代 会社経営者  

お隣さんと気軽に協業できる環境がある 
 

 祖父の代から続く、金属加工業の 3 代目です。従業員は総勢 20 名と小規模。でも実はねじ加工

の分野では、世界中からひっきりなしにオファーが。脈々と受け継がれる熟練工の技があってこそ。 

 ここ数年で島まるごとDXが進展する中、伝統的な「職人の技」継承のためのナレッジマネジメントが構

築されています。また、島にある技術・製品開発センターでは、各企業が持つ技術にアクセスできるシス

テムや、お隣さんとのプロトタイピング環境が充実しています。 

 最近では、島に進出してきたベンチャー企業と協業し、複数の製品開発も進めています。今までメー

カー下請けが多かったのですが、今はマーケットニーズに応えるべく、日々奮闘しています。 

 ここで培った技術力・ネットワークを生かして、ここ空港臨海部から世界一のものづくり企業のトップラン

ナーを目指していきます！ 
  

 80 代 熟練工  

100 年時代の人生が輝く場所 
 

 20 年前、定年退職を前に、ライフシフトを決意。臨海部の工場で働き始めました。自分の能力を十

分に生かすことができるこの臨海部で、今も元気に働いています。 

 大森から連接バスで移動して、さらにパーソナルモビリティに乗り換え。自動運転や MaaS のサービスを

利用して、渋滞も混雑もなく、スムーズにアクセスできます。また、自宅から職場までパーソナルモビリ

ティだけでシームレスに移動することもできるため、将来的にも移動の不安がありません。 

 週末はひ孫を連れて、大森ふるさとの浜辺公園の砂浜からバナナボートに乗って海を楽しみます！ 

 

図 4-7  2040年みらいスケッチ②  
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5. プロジェクト 

5.1 プロジェクトの考え方 

３つの基本方針ごとにプロジェクトテーマを設定し、これに対応する具体的なプロジェクトを実施してい

きます。 

このプロジェクトのうち、次の視点から他のプロジェクトを牽引していく重点プロジェクトを位置付け、

重点的に取り組んでいきます。 

  

【重点プロジェクト選定の視点】 

①事業効果が大きいこと 

②他のプロジェクトとの関係性が多いこと 

③基本方針を跨って影響を及ぼす事業であること 

 

また、プロジェクト間の関係性やプロジェクトの実施時期や効果が発現する時期を示したロードマップ

を作成し、以下の考え方に基づき整理しました。 

 

図 5-1  重点プロジェクト及びロードマップの考え方  

ハード整備（色塗り有）の期間
は、計画・整備期間を表していま
す。なお、整備後は効果が継続す
るものと想定します。 

ソフト整備の期間は、計画・整備期間
及び取組実施期間を表しています。取
組自体は継続する前提ですが、特に重
点となる期間を表しています。 

重点プロジェクト（リーディングプロジェク
ト）として位置付けたものに、「重プロ」のア
イコンを追加しています。 
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5.2 プロジェクトの内容 

基本方針①：高度な産業の集積拠点、基本方針②：人の活動と自然の調和、基本方針③：次世代のイ

ンフラ整備の 3 つの基本方針ごとに、4 つのプロジェクトテーマを設定し、全部で３４のプロジェクトとして

まとめました。 

 

基本
方針 

プロジェクトテーマ プロジェクト 

 

高

度

な

産

業

の

集

積

拠

点 

基

本

方

針

① 

【1】ものづくり産業拠点整備 
① 技術・製品開発センター機能の導入 

② 低未利用地の産業活用 

【2】産業競争力強化 
③ スマートファクトリー化（自動化・高度化） 

④ 技術活用・事業承継支援 

【3】働く場の魅力化 

⑤ 「子育て」環境の整備 

⑥ 「憩い」「食」の場づくり 

⑦ 次世代の就業環境の整備 

⑧ 就業者同士の交流環境の整備 

【4】港湾・先端テクノロジーの実装 

⑨ 次世代の港湾・物流機能の導入 

⑩ 先端テクノロジーの実装 

⑪ 強靭な港の整備・憩いの空間の創出 
 

人

の

活

動

と

自

然

の

調

和 

基

本

方

針

② 

【5】海と緑のレジャー環境整備 

⑫ 既存公園・緑地の魅力創出 

⑬ 「賑わい」創出のための施設整備・機能強化 

⑭ 水辺と水域の賑わい創出 

【6】観光コンテンツの創出・活用 

⑮ 工場・倉庫等の多面的活用 

⑯ 既存観光コンテンツ活用による賑わい創出 

⑰ 見て・触れて楽しめる周遊ルートの整備 

【7】自然環境共生 

⑱ 生物多様性に関する普及啓発 

⑲ 希少な自然環境の保護・再生 

⑳ 水と緑のネットワークの形成 

【8】脱炭素社会の推進 

㉑ 脱炭素化の推進 

㉒ 次世代エネルギーインフラの整備支援 

㉓ 循環型社会の実現に資する技術開発支援 
 

次

世

代

の

イ

ン

フ

ラ

整

備 

基

本

方

針

③ 

【9】交通ネットワークの強化 

㉔ 「東西軸」の強化・形成 

㉕ 「周遊軸」の強化・形成 

㉖ 「南北軸」の強化・形成 

㉗ 羽田空港へのアクセス強化・形成 

【10】拠点機能強化 

㉘ 防災拠点機能の強化 

㉙ 交通結節点の整備 

㉚ モノレール等の駅周辺整備 

【11】新・交通システムの実現 
㉛ 次世代モビリティの導入、通信インフラ等の整備 

㉜ 新・交通システムに対応する道路空間の整備 

【12】交通手段の多様化・ 
周遊性向上 

㉝ 移動を快適にするソフトインフラの整備 

㉞ 水上交通システムの構築 

 

図 5-2  プロジェクト一覧 

  

重プロ 

重プロ 

重プロ 

重プロ 

重プロ 

重プロ 
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基本方針①：高度な産業の集積拠点 

プロジェクトテーマ： ものづくり産業拠点整備                      基本方針① 

【概要及び実施目的】 

 ものづくり分野を中心に新たな価値を創出する産業の一大集積拠点を、空港臨海部に形成します。 

 既存企業の成長促進、新たな挑戦を試みる企業の誘致・育成、研究者や企業同士の交流・協業を

行うための拠点施設を整備します。 

 低未利用な公有地などを活用し、ものづくり産業のための実験の場や、就業者のための憩いの場

を整備します。 

プロジェクト名称及び内容 

① 

技術・製品開発センター機能の導入 

取組内容 

 東京都及び民間事業者などと連携し、新製品開発・市場創出を目指す研究開発型企業ラボ、業

務発注者と島内企業（特に高度な技術工程）とのマッチング機能を持つ受注センター、事業承継

仲介、交流機能を施設整備などに合わせて導入する。 

 具体的には、市場ニーズを把握する製品開

発型企業の誘致を図り、高い技術力を持つ

島内企業と協業する新製品開発の拠点とす

る。島内企業は、顧客の仕様に応じた少量

多品種生産のみならず、新たな製品を市場

に展開することで、顧客の獲得を実現する。 

 施設は島内企業とベンチャー企業、大学など

と協業するワークスペースや、プロトタイプを共

同制作するラボなどを配置する。 

想定される地域 

 昭和島、京浜島、城南島など 

② 

低未利用地の産業活用 

取組内容 
 低未利用な公有地を、研究開発型のものづくり産業の立地
促進を図る場として有効に活用する。 

 技術・製品開発センター機能の導入により、島内では研究
開発型企業やベンチャー企業の立地や協業が進んでいるこ
とが期待され、これらの進出・拡張先として、公有地を活用
する。 

 あわせて、就業者のための憩いの場や交流の場としても整
備・活用し、企業間の連携が進むような場とすることで、更な
る協業を促進する。 

想定される地域 

 昭和島、京浜島、城南島など 

プロジェクトロードマップ 

関連部署 産業経済部 

出典）大田区ホームページ 

産業活用のイメージ 

拠点施設のイメージ 

テクノ FRONT 森ヶ崎 

出典）大田区産業支援施設等(工場アパート) ウェブサイト, 
 https://www.city.ota.tokyo.jp/sangyo/kogyo/sangyou_sien_shisetsu/
index.html、2021年 5月 19日取得 

②低未利用地の産業活用 

①技術・製品開発センター機能の導入 

【関連プロジェクト】 
 ③スマートファクトリー化（自動化・高度化） 
 ④技術活用・事業承継支援 
 ⑩先端テクノロジーの実装 

【関連プロジェクト】 
 ⑧就業者同士の交流環境の整備 

活用 
波及・拡大 

連携 
重プロ 

2025 2040 2030 2035 2022 

短 期 中 期 長 期 

重プロ 
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プロジェクトテーマ： 産業競争力強化                            基本方針① 

【概要及び実施目的】 

 都心部に近い工業専用地域という空港臨海部の特性を活かしつつ、ものづくり企業における IT利

活用を進めることで、既存企業の産業競争力を強化します。 

 事業承継を含め新しい人・企業の立地を促すことで、高度な技術力の維持、産業全体の活性化と

いったものづくり産業が有する課題の解決を図ります。 

プロジェクト名称及び内容 

③ 

スマートファクトリー化（自動化・高度化） 

取組内容 
 技術力の高いものづくり企業の生産性向上や受注促進を
実現するため、ICT、IoT、3D プリンターなどを活用したス
マートファクトリー化を目指す。 

 具体的には、ICT、IoT を活用した生産管理システムの開
発による工程改善やこれと連動した 3D プリンターによる試
作品開発、見積作業の省力化、設備の稼働状況の可視
化によるトラブル発生監視の効率化などを推進する。 

 IoT 活用を促進する公的施策の導入（実際の導入例あ
り）も図り、官民一体で島部のスマート化に取り組む。 

想定される地域 

 昭和島、京浜島、城南島など 

④ 

技術活用・事業承継支援 

取組内容 
 島内に立地する企業における研修・研
究・事業創出の希望者を募り、互いの知
見を持ち寄る場を構築することで新規技
術や事業の創出機会を生み出す。 

 立地企業が後継者不足などを理由に廃
業する場合、事業承継を支援する仕組
みを設立する。 

 具体的には、財政投融資やファンド出
資、起業家育成などによる新規事業の創
出や創業支援とともに、事業引継ぎなど
に関する情報提供・助言や企業同士の
マッチング支援といった事業承継を一体の
施設で実施する。 

想定される地域 

 昭和島、京浜島、城南島など 

プロジェクトロードマップ 

 

関連部署 産業経済部 

   

2025 2040 2030 2035 2022 

短 期 中 期 長 期 

③スマートファクトリー化（自動化・高度化） 
【関連プロジェクト】 
 ①技術・製品開発センター機能の導入 

連携 
④技術活用・事業承継支援 

連携 

３D プリンター活用のイメージ 

事業承継フローのイメージ 

出典）公益財団法人大阪産業局Web サイト 「事業承継サポート」事業概要, 
https://www.obda.or.jp/jigyo/syoukei.html , 
2021年 8月 6日閲覧 
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プロジェクトテーマ： 働く場の魅力化                           基本方針① 

【概要及び実施目的】 

 空港臨海部の就業環境としての魅力を高め、立地企業の雇用の維持や拡大を支援します。 

 新たな挑戦を試みる技術者や研究者の誘致の観点から、多様なニーズに対応する就業環境の実

現や、就業者同士の交流の場を整備します。 

 ものづくり産業拠点整備と連携し、企業と就業者の両方の視点から空港臨海部の産業拠点として

の国際的な評価を向上させます。 

プロジェクト名称及び内容 

⑤ 

「子育て」環境の整備 

環境の整備 取組内容 

 立地企業の雇用確保・拡大の観点から、多様な

人材が空港臨海部で安心して就業できるように、

保育施設を設置するなど、子育て層にも働きやす

い環境を整備する。 

想定される地域 

 昭和島、京浜島、城南島など 

⑥ 

「憩い」「食」の場づくり 

取組内容 

 空港臨海部で働く就業者や来街者のための「憩

い」「食」の場として、港湾緑地や公園といった

オープンスペースにキッチンカーや飲食店などを誘

致する。 

想定される地域 

 空港臨海部全域 

⑦ 

次世代の就業環境の整備 

取組内容 

 自分に合った働き方を選択できるワーキングス

ペース（屋外空間を含む）や通信インフラの充

実など、多様な働き方のニーズに対応する就業

者にとって魅力的な環境を整備する。 

 バス到着時刻の共有や施設予約サービス、自

動走行ロボットによる宅配など、新たな技術導入

によるスマート化を進め、就業者の利便性の向

上を図る。 

想定される地域 

 空港臨海部全域 

 

  

屋外ワーキングスペースのイメージ 

憩い・食の場のイメージ 

保育施設の整備事例（かぬま木工団地保育園） 

出典）鹿沼木工団地共同組合ウェブサイト,2022年 2月 18日閲覧 
https://www.kmk-
et.com/pages/56/detail=1/b_id=200/r_id=41#block200-41 
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⑧ 

就業者同士の交流環境の整備 

取組内容 
 空港臨海部で働く人同士や大手企業、ベンチャー企業などの企業間を越えた積極的な交流を

促すための拠点やコミュニティなどのソフトインフラを整備する。 

想定される地域 

 空港臨海部全域 

プロジェクトロードマップ 

 

関連部署 産業経済部、都市基盤整備部 

 

  

 

多様なニーズに対応する就業環境の機能構成イメージ 

コワーキング

スペース 

保育 
施設等 

キッチン
カー等 

実験用 
ラボ 

緑地・ 
広場 

自宅 
勤務先 
（職場） 

交流・ 
イベント 

多様なニーズに 

対応する就業環境 

公園・公有地 

施設など 

⑦次世代の就業環境の整備 

⑥「憩い」「食」の場づくり 

⑧就業者同士の交流環境の整備 ⑫既存公園・緑地の魅力創出 

⑤「子育て」環境の整備 

取組の総合化 

連携 

【関連プロジェクト】 
 ①技術・製品開発センター機能の導入 
 ⑪強靭な港の整備・憩いの空間の創出 

活用 

2025 2040 2030 2035 2022 

短 期 中 期 長 期 
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プロジェクトテーマ： 港湾・先端テクノロジーの実装                  基本方針① 

【概要及び実施目的】 

 港湾・物流機能の強化、脱炭素化に配慮した港湾機能の導入に向け、ＡＩターミナル、次世代エネ

ルギー・再生可能エネルギーの利活用を図ります。 

 東京都や周辺地域と連携し、東京ベイ eSG プロジェクトなどの実現に向けた都市づくりを目指し

ます。 

 次世代の港湾・物流機能や次世代モビリティなどの新たな技術・製品の実証実験及び先端テクノロ

ジーの実装を促進するとともに、安全で快適な労働環境、賑わいと憩いのある空間を創出します。 

プロジェクト名称及び内容 

⑨ 

次世代の港湾・物流機能の導入 

取組内容 
 港湾・物流機能の高度

化・効率化、脱炭素化に

に向け「ヒトを支援するＡ

Ｉターミナル22」の導入、次

世代エネルギー（水素、ア

ンモニアなど）・再生可能

エネルギー（風力、太陽

光など）の利活用を行う。 

想定される地域 

 令和島など 

⑩ 

先端テクノロジーの実装 

取組内容 
 東京都や民間企業などと連

携し、次世代エネルギー・再

生可能エネルギー、物流車

両隊列自動走行、次世代

モビリティ、小型無人機など

の実証実験を行う場として、

周辺道路を含めた広大な土

地を活用するとともに、先端

テクノロジーを実装する。 

想定される地域 

 令和島など 

  

                                            
22 大型コンテナ船の寄港の増加による荷役時間の長期化や、コンテナターミナルのゲート前渋滞の深刻化に対応するため、ゲー

ト処理及びターミナル内荷役の効率化を図る取組。 

実証実験の場のイメージ 

環境に配慮した港湾のイメージ 

出典）公益財団法人 福島イノベーション・ 
コースト構想推進機構ウェブサイト,   
https://www.fipo.or.jp/robot/overview, 
 2021年 7月 7日取得 

出典）国土交通省ウェブサイト, 
 https://www.kouiki-
kansai.jp/material/files/group/
15/0315dialogCNP.pdf.pdf, 
2021年 9月 3日取得 

重プロ 
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⑪ 

強靭な港の整備・憩いの空間の創出 

取組内容 
 港湾周辺の道路において無電柱化を推進するとともに、耐震強化岸壁の整備などにより、災害にも

強く、安全な港湾の整備を図る。 

 港湾で働く人や訪れる人が、憩い・交流できるよう、飲食・みどり・交通結節機能を有する空間を創

出する。 

想定される地域 

 令和島など 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

プロジェクトロードマップ 

 

関連部署 産業経済部、まちづくり推進部 

  

休憩・交流施設のイメージ 

物流施設における労働環境改善に向けた機能整備の例 

出典）東京都港湾局港湾審議会第２回長期構想検討部会「資料 4-5」 
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/2siryou8.pdf、2021年 9月 3日取得 

出典）東京都港湾局港湾審議会第２回長期構想検討部会「資料 4-5」 
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/2siryou8.pdf、2021年 12月 15日取得 

⑨次世代の港湾・物流機能の導入 

【関連プロジェクト】 
 ①技術・製品開発センター機能の導入 

活用 

連携 

⑪強靭な港の整備・憩いの空間の創出 

⑩先端テクノロジーの実装 

連携 

重プロ 

2025 2040 2030 2035 2022 

短 期 中 期 長 期 
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基本方針②：人の活動と自然の調和 

プロジェクトテーマ： 海と緑のレジャー環境整備                     基本方針② 

【概要及び実施目的】 

 空港臨海部の「働く場」としての魅力を高めるとともに、「遊ぶ・憩う」場としての魅力を高めます。 

 都市部において希少な緑地・海などの自然に関連する多様な体験が出来る場として、既存の公園

や海域にレジャー環境を整備することで賑わい創出に繋げます。 

プロジェクト名称及び内容 

⑫ 

既存公園・緑地の魅力創出 

取組内容 

 空港臨海部に存在する既存の公園や緑地などをより多

くの人に利用してもらうため、情報発信を行うとともに、

①キッチンカーの誘致などの賑わい創出に寄与する機

能、②誰もが利用しやすいような環境（例：バリアフ

リー化、授乳室などの子育て世代のための機能）、③

スポーツなどによる健康増進を図るための施設の整備に

より区民を中心とした利用者の増加を図る。 

想定される地域 

 大森ふるさとの浜辺公園、平和の森公園、平和島公

園、昭和島二丁目公園、ソラムナード羽田緑地など 

⑬ 

「賑わい」創出のための施設整備・機能強化 

取組内容 

 パークマネジメント23など、公民連携によりレストランやカフェなど、「遊ぶ・憩う」場として魅力を高めるた

めの施設・空間を既存の公園・緑地、低未利用な公有地を活用して整備する。 

 賑わい創出のための機能強化のため、公園に新たにレジャー活用区域を設定するなど、火気使用、

キャンプなどを含めたレジャー拠点として利用できる環境を整備する。 

想定される地域 

 大森ふるさとの浜辺公園、平和の森公園、平和島公園、羽田空港公園など 

  

                                            
23 官民連携手法の導入により、都市公園の管理運営の効率化と魅力向上を両立する手法や取組。 

大森ふるさとの浜辺公園 

公募設置管理制度（Park-PFI）の概要 

出典）国土交通省「令和 2年度 PPP/PFI推進説明会」資料 
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kanminrenkei/content/001329492.pdf,2021年 8月 13日閲覧 

重プロ 
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⑭ 

水辺と水域の賑わい創出 

取組内容 

 レジャー活用水域の設定など、水上利用のための制度整備を行う。 

 水上レストランなど、水辺と水域の賑わい創出のために多様な利活用を行うための仕組み（管理・運

営のための組織組成など）を作る。 

想定される地域 

 流通センター駅・大田市場周辺、羽田イノベーションシティ周辺など 

プロジェクトロードマップ 

 

関連部署 都市基盤整備部、まちづくり推進部、空港まちづくり本部 

 

  

水辺におけるイベントの例（天王洲 キャナルフェス） 

出典）一般社団法人 天王洲・キャナルサイド活性化協会ホームページ 
http://canalside.or.jp/,2021年 12月 15日閲覧 

⑥「憩い」「食」の場づくり 

発展 
⑫既存公園・緑地の魅力創出 

連携（平日/休日で運用を変化） 

⑦次世代の就業環境の整備 

   ⑬「賑わい」施設整備・強化 

【関連プロジェクト】 ⑯既存観光コンテンツ活用による賑わい創出 
⑰見て・触れて楽しめる周遊ルートの整備 

⑭水辺と水域の賑わい創出 

連携（平日/休日で運用を変化） 

活用・発展 連携 
重プロ 

2025 2040 2030 2035 2022 

短 期 中 期 長 期 
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プロジェクトテーマ： 観光コンテンツの創出・活用                    基本方針② 

【概要及び実施目的】 

 空港臨海部の資源の多面的活用により新たな観光コンテンツを創出するとともに、既存観光コンテ

ンツの活用や周遊ルートの整備により空港臨海部の認知度向上、空港利用客の取込みによる賑わ

いを創出します。 

プロジェクト名称及び内容 

⑮ 

工場・倉庫等の多面的活用 

取組内容 

 空港臨海部に存在する工場・倉庫などの民間施設の

活用や音楽イベントの開催など、空港臨海部における

新たな観光コンテンツを創出する。 

 工場・倉庫だけでなく、周辺の道路空間についても時

間や時期を限定した形でコンテンツの創出を図る。 

想定される地域 

 東海、平和島、京浜島など 

⑯ 

既存観光コンテンツ活用による賑わい創出 

取組内容 

 空港臨海部にある既存観光コンテンツのプロモーションを図

ると共に、環境整備を行い、活用を促進することで賑わい創

出につなげる。 

 既存観光コンテンツを活かし、新たに創出される観光コンテ

ンツへの誘客を図る。 

想定される地域 

 城南島、大田市場周辺、羽田イノベーションシティ周辺など 

⑰ 

見て・触れて楽しめる周遊ルートの整備 

取組内容 
 夜景などの景観スポットの整備や道路空間に海辺で育つ樹

木を植えるなど、見て楽しめる周遊ルートを整備すると共に、

観光拠点となる施設を整備する。 

 海辺の散策路の整備や多摩川沿いの親水空間の創出など

自然に触れることが出来る散策ルートを形成する。 

想定される地域 

 京浜運河、羽田イノベーションシティ周辺など 

プロジェクトロードマップ 

 
関連部署 観光・国際都市部、まちづくり推進部、空港まちづくり本部、都市基盤整備部 

屋外イベントの事例 

夜景演出の事例 

＠＠ 

 

ART FACTORY 城南島 

羽田イノベーションシティからみる夜景 

鉄工島フェス（京浜島） 

大田臨海部まちづくり協議会イベント 
（おおたの水辺観光フェス）写真提供：アークベル㈱ 

⑰見て・触れて楽しめる周遊ルートの整備 

⑮工場・倉庫等の 
多面的活用 

⑯既存観光コンテンツ活用 
 による賑わい創出 

連携 【関連プロジェクト】 
 ⑬「賑わい」創出のための施設整備・機能強化 
 ⑳水と緑のネットワークの形成 

活用・連携 

長 期 

2025 2040 2030 2035 2022 

短 期 中 期 長 期 
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プロジェクトテーマ： 自然環境共生                             基本方針② 

【概要及び実施目的】 

 空港臨海部が有する希少な自然環境の保護・再生に加えてグリーンインフラ24の利活用などを通じ

て、大田区における自然共生社会を実現します。 

 都心部に近い工業専用地域という特性と、希少な自然環境の双方を活用し、空港臨海部の就業環

境の魅力向上や観光コンテンツの創出に寄与します。 

プロジェクト名称及び内容 

⑱ 

生物多様性に関する普及啓発 

取組内容 

 希少な自然環境であり、区民にとっての

憩いの場となるような緑地・水辺などにお

いて、生物多様性に関する情報発信、

市民参加型の生物調査などを通じて生

物多様性に関する普及啓発を行う。 

想定される地域 

 東京港野鳥公園、大森ふるさとの浜辺

公園など 

 

 

 

⑲ 

希少な自然環境の保護・再生 

取組内容 

 都心部における希少な自然環境のモニ

タリングや環境整備を国や東京都、区民

と連携して実施するとともに、水質改善

等の活動に対しては、インセンティブを付

与するなどにより自然保護と再生を行う。 

想定される地域 

 空港臨海部全域 

  

                                            
24 自然環境が有する機能を、社会における様々な課題解決に活用しようとする考え方。 

官民連携による水質調査のイメージ 

市民参加型の生物調査のイメージ 

出典）海上保安庁「東京湾環境一斉調査」ウェブサイト, 
https://www1.kaiho.mlit.go.jp/KANKYO/TB_Renaiss
ance/Monitoring/General_survey/ 
2021年 8月 13日閲覧 

出典）国土交通省中部地方整備局 
https://www.cbr.mlit.go.jp/shonai/oshirase/o
shirase/20170806yadagawa/index.html 
2021年 12月 10日閲覧 
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⑳ 

水と緑のネットワークの形成 

取組内容 

 グリーンインフラの考え方に基づき、空港臨海部が有する多様な自然環境や生物多様性を保全し、

人々が良好な環境で健康に過ごすことが出来る持続可能で魅力ある地域づくりを図る。 

 屋上緑化や自然環境と調和したオフィス空間などの形成、道路空間の緑化・透水性舗装、ビオトー

プなどの水辺空間を整備し、水と緑のネットワークを形成する。 

想定される地域 

 空港臨海部全域 

プロジェクトロードマップ 

関連部署 まちづくり推進部、都市基盤整備部、環境清掃部 

グリーンインフラの考え方 

出典）国土交通省「グリーンインフラポータルサイト」 
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/environment/sosei_environment_fr_000143.html,2021 年 12月 13日閲覧 

グリーンインフラの事例（グリーンインフラ大賞 都市空間部門 優秀賞 キリンビール横浜工場） 

⑱生物多様性に 
関する普及啓発 

連携 【関連プロジェクト】 
 ⑭水辺と水域の賑わい創出 
 ⑰見て・触れて楽しめる周遊ルートの整備 

統合（市民参画） 

⑳水と緑のネットワークの形成 

⑲希少な自然環境保護・再生 

【関連プロジェクト】 
 ⑫既存公園・緑地の魅力創出 

連携 重プロ 

2025 2040 2030 2035 2022 

短 期 中 期 長 期 

重プロ 
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プロジェクトテーマ： 脱炭素社会の推進                           基本方針② 

【概要及び実施目的】 

 地球温暖化対策として空港臨海部においてもブルーカーボン（海草などによる炭素の取込み）の利

活用や循環型社会の実現に向けた取組を進めます。 

 産業面においてもエネルギー利用の効率化や再生可能エネルギーの利用、技術開発を促進する

ことにより、低炭素化・脱炭素化の世界的な潮流に対応し、国際競争力を高めます。 

プロジェクト名称及び内容 

㉑ 

脱炭素化の推進 

取組内容 
 空港臨海部の施設・低未利用地などに太陽光発電など再生可能エネルギーの導入により脱炭素化を

進める。 

 工場のスマート化、拠点整備に合わせた AEMS25や ZEB26の導入など、既存技術を活かして地域に

おけるエネルギー利用の効率化・最適化を図る。 

 砂浜や干潟にアマモなどの海草の生育・再生を行い、CO2 の吸収を促す。 

想定される地域 

 空港臨海部の公共施設、低未利用地、工場・事業者の拠点、大森ふるさとの浜辺公園など 

  

                                            
25 Area Energy Management System の略称で、電⼒使⽤形態の異なる需要家を組み合せ、効率的な電⼒融通を実現

すること。 
26 Net Zero Energy Building の略称で、快適な室内環境を実現しながら、建物で消費する年間の一次エネルギーの収支

をゼロにすることを目指した建物。 

カーボンニュートラルの産業イメージ 

出典）経済産業省「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」広報資料, 
https://www.meti.go.jp/press/2020/12/20201225012/20201225012.html,2021年 8月 13日閲覧 
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㉒ 

次世代エネルギーインフラの整備支援 

取組内容 

 FCV27などの環境に配慮した公共交通機関に対応する次世代エネルギー供給ステーションの整備な

ど、新たなエネルギーインフラの整備および構築支援を行う。 

想定される地域 

 空港臨海部の交通結節点など 

㉓ 

循環型社会の実現に資する技術開発支援 
取組内容 
 民間事業者などが既存技術を活かし、空港臨海部において循環型社会の実現に資する技術開発

を行うことに対し、支援を行う。 

想定される地域 
 空港臨海部全域 

プロジェクトロードマップ 

 
関連部署 産業経済部、まちづくり推進部、環境清掃部 

                                            
27 Fuel Cell Vehicle（燃料電池自動車）の略称で、燃料電池で水素と酸素の化学反応によって発電した電気エネルギーを

使って、モーターを回して走る自動車。 

発展 

㉒次世代エネルギーインフラの整備支援 

①技術・製品開発センター機能の導入 

③スマートファクトリー化（自動化・高度化） 

連携 

発展 連携 

㉓循環型社会の実現に資する技術開発の支援 

交通手段の多様化・周遊性向上各プロジェクト等 

連携 

㉑脱炭素化の推進 

2025 2040 2030 2035 2022 

短 期 中 期 長 期 

脱炭素化に向けた水素サプライチェーン 

循環性の高いビジネスモデルの例 

出典）環境省「脱炭素化に向けた水素サプライチェーン・プラットフォーム」, 
 https://www.env.go.jp/seisaku/list/ondanka_saisei/lowcarbon-h2-sc/demonstration-business/index.html 
2021年 8月 13日閲覧 

出典）経済産業省「循環経済ビジョン 2020」概要版, 
 https://www.meti.go.jp/press/2020/05/20200522004/20200522004-1.pdf 
2021年 8月 13日閲覧 

連携 
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基本方針③：次世代のインフラ整備 

プロジェクトテーマ： 交通ネットワークの強化                       基本方針③ 

【概要及び実施目的】 

 「南北軸」、「東西軸」、「周遊軸」の強化・形成による空港臨海部と内陸部・島間のアクセス強化を

図り、就業者や来街者の利便性向上、物流機能の強化による産業競争力を高めます。 

プロジェクト名称及び内容 

㉔ 

「東西軸」の強化・形成 

取組内容 

 東西軸の強化のため、大森駅～臨海部間のバス通りを中心に、大量輸送、時間帯による優先道路化を

推進するとともに、PTPS28や MaaSなどの交通システムの活用を図る。 

 放射 18号線、補助 36号線など、都市計画道路の整備を促進する。 

 既存道路空間の再配分や機能向上のための道路整備を行う。 

㉕ 

「周遊軸」の強化・形成 

取組内容 

 物流の円滑化や安全面を強化するため、京和橋などの交通渋滞緩和を図る。 

 空港臨海部へ安全かつ円滑に移動するための道路・設備などの整備を行う。 

 自転車などパーソナルモビリティの利用促進を図る。 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

                                            
28 Public Transportation Priority System の略称で、交通管理者の交通管制システムとバス事業者のバスロケーション

システムとを有機的に結合した新たな公共車両優先システム。 

内陸部～空港臨海部交通アクセス強化のイメージ 

 

道路空間の再配分イメージ 

 

出典）国土交通省 ストリートデザイン懇談会 第 3回資料, https://www.mlit.go.jp/toshi/content/001315303.pdf 
2021年 12月 15日閲覧 

重プロ 
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㉖ 

「南北軸」の強化・形成 

取組内容 

 国道 357 号の立体化、多摩川トンネル、第二東京湾岸道路の整備促進、東京外かく環状

道路などの整備を促す。 

 交通量の分散化、道路ネットワークの強化を図るために、海岸通り（都道 317号）の昭和島

から環状八号線までへの延伸などを促す。 

㉗ 

羽田空港へのアクセス強化・形成 

取組内容 

 羽田空港へのアクセス強化に向け新空港線の整備を行う。 

 MaaS による空港利用者の移動のフレキシビリティ向上、連接バス導入による輸送キャパシティ

増加、自動運転シャトルバスの運行などを行う。 

 

プロジェクトロードマップ 

 

関連部署 鉄道・都市づくり部、まちづくり推進部、都市基盤整備部 

  ㉔「東西軸」の強化・形成 

㉖「南北軸」の強化・形成 

㉕「周遊軸」の強化・形成 

㉜新・交通システムに対応する道路空間の整備 

対応可能なところから順次実施 

㉗羽田空港へのアクセス強化・形成 

重プロ 

2025 2040 2030 2035 2022 

短 期 中 期 長 期 

交通ネットワークのイメージ 

 

東西軸 

東西軸 

南
北
軸 
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プロジェクトテーマ： 拠点機能強化                             基本方針③ 

【概要及び実施目的】 

 就業者や来街者の利便性向上を目的として、空港臨海部の交通結節点の拠点機能を強化します。 

 整備する拠点は空港臨海部の災害対応力強化・BCP 強化の観点から、災害時には復旧・復興拠

点として活用できるような機能をもたせます。 

プロジェクト名称及び内容 

㉘ 

防災拠点機能の強化 

取組内容 
 空港臨海部の既存施設などを活用しつつ、災害時に「食、水、電気など」を島部の地域に供給する

防災拠点機能を整備、強化する。 

 大規模災害時や感染症発生時にも活用できるオープンスペース（公園・道路など）の整備を行う。 

想定される地域 

 流通センター駅周辺、羽田イノベーションシティ周辺など 

交通結節点に求められる機能全体のイメージ 

出典）国土交通省「防災拠点等となる建築物の機能継続に関わる事例集」, https://www.mlit.go.jp/common/001292553.pdf 
2021年 8月 13日閲覧 

出典）国土交通省 駅まちデザイン検討会「駅まちデザインの手引き」, https://www.mlit.go.jp/toshi/content/001428118.pdf 
2021年 12月 15日閲覧 

防災拠点の機能イメージ 
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㉙ 

交通結節点の整備 

取組内容 
 交通結節点が整備されて

いない地域については、空

港臨海部の周遊性向上の

ために必要な交通結節点

を新設する。 

 既存の交通結節点及び新

設する交通結節点は、災

害時の一時的な避難所活

用など、防災の機能も踏ま

えた整備を行う。 

想定される地域 

 京浜島、令和島、羽田イノ
ベーションシティ周辺など 

㉚ 

モノレール等の駅周辺整備 
取組内容 
 立地ポテンシャルに応じた

段階的な交通結節機能

の導入を図る。具体的に

は、自動運転バスやパーソ

ナルモビリティの乗降所な

ど、新たな交通システムの

導入に合わせて機能拡張

を行う。 

 施設の建替えや開発を機

に民間活力を活用し、交

通結節機能を整備する。 

想定される地域 

 流通センター駅、天空橋駅など 

プロジェクトロードマップ 

 

関連部署 鉄道・都市づくり部、まちづくり推進部、空港まちづくり本部、都市基盤整備部 

 

 

  

様々な交通モードの接続・乗り換え拠点のイメージ 

出典）国土交通省道路政策ビジョン「2040年、道路の景色が変わる」,https://www.mlit.go.jp/road/vision/pdf/01.pdf 
2021年 8月 13日閲覧 

都市交通ターミナルのイメージ 

出典）国土交通省道路政策ビジョン「2040年、道路の景色が変わる」,https://www.mlit.go.jp/road/vision/pdf/01.pdf 
2021年 8月 13日閲覧 

㉚モノレール等の駅周辺整備 

㉙交通結節点の整備 

㉘防災拠点機能の強化 

機能付与 

拡大・発展 

2025 2040 2030 2035 2022 

短 期 中 期 長 期 
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プロジェクトテーマ： 新・交通システムの実現                       基本方針③ 

【概要及び実施目的】 

 空港臨海部の交通円滑化のために自動運転バス・パーソナルモビリティなどの新技術を導入しま

す。 

 新技術を導入した新・交通システムに対応するために、燃料補給の拠点、通信インフラの整備、専

用レーンの設置などの道路空間の整備を図ります。 

プロジェクト名称及び内容 

㉛ 

次世代モビリティの導入、通信インフラ等の整備 

取組内容 
 自動運転バスやパーソナルモビリティなど、

新・交通システムを担う次世代のモビリティ
29の導入を図る。次世代モビリティの導入

にあたっては、EV・FCV など環境負荷の小

さいものの導入を促し、持続可能な社会

の実現に寄与する。 

 自動運転バスやパーソナルモビリティなどの

サービスを提供するために必要となる通信

インフラや乗降所などを空港臨海部の交

通結節点や拠点施設に整備する。 

想定される地域 

 空港臨海部全域 

㉜ 

新・交通システムに対応する道路空間の整備 

取組内容 

 自動運転バスや物流トラックの隊列走行、

パーソナルモビリティなどの新・交通システム

に対応するため、専用レーンの設置などの

道路空間の整備を図る。 

 将来的な水上交通システムなどを含め、

多様な交通手段に対応する道路空間・

交通結節点を整備する。 

想定される地域 

 空港臨海部全域 

プロジェクトロードマップ 

 

関連部署 都市基盤整備部、まちづくり推進部 

                                            
29 環境性能に優れた自動車（燃料電池自動車や電気自動車、天然ガス自動車など）や空飛ぶクルマ、ドローン等を指す。 

隊列走行の専用道路と連結・解除拠点のイメージ 

低炭素な交通システムのイメージ 

出典）国土交通省道路政策ビジョン「2040年、道路の景色が変わる」, 
https://www.mlit.go.jp/road/vision/pdf/01.pdf 
2021年 8月 13日閲覧 

出典）国土交通省道路政策ビジョン「2040年、道路の景色が変わる」, 
https://www.mlit.go.jp/road/vision/pdf/01.pdf 
2021年 8月 13日閲覧 

㉝移動を快適にするソフトインフラの整備 

㉛次世代モビリティの導入、通信インフラ等の整備 

㉜新・交通システムに対応する道路空間の整備 

拠点整備全体と連携 

連携 

連携 

2025 2040 2030 2035 2022 

短 期 中 期 長 期 

重プロ 

重プロ 
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プロジェクトテーマ： 交通手段の多様化・周遊性向上                  基本方針③ 

【概要及び実施目的】 

 内陸部から空港臨海部、島内・島間の周遊性向上を図るために、移動を快適にするソフトインフラ

の整備を行うと共に、航路・空路を含む多様な交通手段による交通ネットワークの拡充を行います。 

プロジェクト名称及び内容 

㉝ 

移動を快適にするソフトインフラの整備 

取組内容 
 内陸部から空港臨海部、島内・島間の移動を途

切れなく快適なものとするため、京浜島・流通セン

ター・大森ふるさとの浜辺公園などを交通結節点

とし、空港臨海部各所への移動・周遊のための

パーソナルモビリティの導入に加え、MaaS システム

など、ソフトインフラの整備を行う。 

 並行して実施する道路空間の整備や MaaS シス

テムの導入に合わせて、空港臨海部におけるパー

ソナルモビリティの公道利用に関する規制緩和を

図る。 

想定される地域 

 空港臨海部全域 

㉞ 

水上交通システムの構築 

取組内容 

 空港臨海部の周遊性向上、羽田空港とのアクセス強化などのた

め、航路を活かした水上交通ネットワークの構築、自動運航船の

導入など、舟運を空港臨海部の新たな交通手段として確立す

る。 

想定される地域 

 大森ふるさとの浜辺公園船着場、羽田イノベーションシティ周辺

船着場など 

プロジェクトロードマップ 

 

関連部署 まちづくり推進部、都市基盤整備部 

  

舟運のイメージ 

出典）国土交通省 HP, 
https://www.mlit.go.jp/sogoseisa
ku/japanmaas/promotion/ 
2021/4/30確認 

舟運ルートイメージ 

MaaS システムのイメージ 

㉜新交通システムに対応する道路空間の整備 

㉞水上交通システムの構築 

㉝移動を快適にするソフトインフラの整備 

⑰見て・触れて楽しめる周遊ルートの整備 

連携 

発展 

連携 

2025 2040 2030 2035 2022 

短 期 中 期 長 期 
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5.3 プロジェクトロードマップ 

基本方針①：高度な産業の集積拠点 

 
 
  

ものづくり産業 
拠点整備 

 ものづくり分野を中心に新たな価

値を創出する産業の一大集積拠

点を、空港臨海部に形成する。 

 既存企業の成長促進、新たな挑

戦を試みる企業の誘致・育成、研

究者や企業同士の交流・協業を

行うための拠点施設を整備する。 

 低未利用な公有地等を活用し、

ものづくり産業のための実験の場

や、就業者のための憩いの場を整

備する。 

産業競争力強化 

 都心部に近い工業専用地域と

いう空港臨海部の特性を活かし

つつ、ものづくり企業における IT

利活用を進めることで、既存企

業の産業競争力を強化する。 

 事業承継を含め新しい人・企業

の立地を促すことで、高度な技

術力の維持、産業全体の活性

化といったものづくり産業が有す

る課題の解決を図る。 

働く場の魅力化 

 空港臨海部の就業環境として

の魅力を高め、立地企業の雇

用の維持や拡大を支援する。 

 新たな挑戦を試みる技術者や

研究者の誘致の観点から、多

様なニーズに対応する就業環境

の実現や、就業者同士の交流

の場を整備する。 

 ものづくり産業拠点整備と連携

し、企業と就業者の両方の視点

から空港臨海部の産業拠点と

しての国際的な評価を向上させ

る。 

港湾・先端テクノ
ロジーの実装 

 港湾・物流機能の強化、脱炭素

化に配慮した港湾機能の導入に

向け、ＡＩターミナル、次世代エ

ネルギー・再生可能エネルギーの

利活用を図る。 

 東京都や周辺地域と連携し、東

京ベイeSGプロジェクトなどの実現

に向けた都市づくりを目指す。 

 次世代の港湾・物流機能や次世

代モビリティなどの新たな技術・製

品の実証実験及び先端テクノロ

ジーの実装を促進するとともに、安

全で快適な労働環境、賑わいと

憩いのある空間を創出する。 

2025 2040 2030 2035 2022 

短 期 中 期 長 期 

プロジェクトテーマ 概要及び実施目的 

⑦次世代の就業環境 

の整備 

⑥「憩い」「食」の

場づくり 

⑧就業者同士の交流 

環境の整備 
⑫既存公園等の 

魅力創出 

⑤「子育て」環境

の整備 

取組の 
総合化 

活用 

⑩先端テクノロジーの実装 

⑪強靭な港の整備・憩いの空間の創出 

⑨次世代の港湾・物流機能の導入 

連携 
①技術・製品開発センター機能の導入 

活用 

重プロ 
連携 

プロジェクト名称及びロードマップ 

 

①技術・製品開発センター 

機能の導入 

②低未利用地の産業活用 

波及・拡大 

④技術活用・ 

事業承継支援 

③スマートファクトリー化 

（自動化・高度化） 

連携 

交通ネットワークの強化／新・交通システムの実現各プロジェクト 

連携 

重プロ 
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基本方針②：人の活動と自然の調和 

 
 
  

海と緑の 
レジャー 
環境整備 

脱炭素社会 
の推進 

 空港臨海部の「働く場」と

しての魅力を高めるととも

に、「遊ぶ・憩う」場としての

魅力を高める。 

 都市部において希少な緑

地・海などの自然に関連す

る多様な体験が出来る場

として、既存の公園や海域

にレジャー環境を整備する

ことで賑わい創出に繋げ

る。 

 空港臨海部の資源の多

面的活用により新たな観

光コンテンツを創出するとと

もに、既存観光コンテンツ

の活用や周遊ルートの整

備により空港臨海部の認

知度向上、空港利用客

の取込みによる賑わいを

創出する。 

 地球温暖化対策として空

港臨海部においてもブルー

カーボン（海草などによる

炭素の取込み）の利活用

や循環型社会の実現に向

けた取組を進める。 

 産業面においてもエネル

ギー利用の効率化や再生

可能エネルギーの利用、技

術開発を促進することによ

り、低炭素化・脱炭素化

の世界的な潮流に対応

し、国際競争力を高める。 

 空港臨海部が有する希少

な自然環境の保護・再生

に加えてグリーンインフラの

利活用などを通じて、大田

区における自然共生社会

を実現する。 

 都心部に近い工業専用

地域という特性と、希少な

自然環境の双方を活用

し、空港臨海部の就業環

境の魅力向上や観光コン

テンツの創出に寄与する。 

⑫既存公園等の 

魅力創出 

⑥「憩い」「食」

の場づくり 

   連携 
（平日/休日で運用を変化） 

発展 

⑦次世代の就業環

境の整備 

   連携 
（平日/休日で運用を変化） 

⑭水辺と水域の賑わい創出 

⑬「賑わい」施設 

整備・強化 

活用・発展 

連携 

連携 

重プロ 

⑰見て・触れて楽しめる周遊ルートの整備 

活用・連携 ⑯既存コンテンツ

の活用 

⑮工場・倉庫等

の多面的活用 

㉑脱炭素化の推進 

㉓循環型社会実現に資する技術開発支援 

㉒次世代エネルギーインフラの整備支援 

③スマートファクトリー化 

（自動化・高度化） 

交通手段の多様化、周遊性向上各プロジェクト 

発展 

発展 

連携 

①技術・製品開発センター機能の導入 

連携 

連携 

連携 

2025 2040 2030 2035 2022 

短 期 中 期 長 期 

プロジェクトテーマ 概要及び実施目的 

プロジェクト名称及びロードマップ 

自然環境共生 

観光コンテンツの 
創出・活用 

   ⑳水と緑のネットワークの形成 

⑱生物多様性に

関する普及啓発 

⑲自然環境保護・再生 

統合（市民参画） 

連携 連携 

重プロ 
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基本方針③：次世代のインフラ整備 

 

 

 

 

交通ネットワーク 
の強化 

 「南北軸」「東西軸」「周遊軸」

の強化・形成による空港臨海

部と内陸部・島間のアクセス強

化を図り、就業者や来街者の

利便性向上、物流機能の強

化による産業競争力を高め

る。 

拠点機能 
強化 

 就業者や来街者の利便性向

上を目的として、空港臨海部

の交通結節点の拠点機能を

強化する。 

 整備する拠点は空港臨海部

の災害対応力強化・BCP 強

化の観点から、災害時には復

旧・復興拠点として活用できる

ような機能をもたせる。 

新・交通システム 
の実現 

 空港臨海部の交通円滑化の

ために自動運転バス・パーソナ

ルモビリティなどの新技術を導

入する。 

 新技術を導入した新・交通シ

ステムに対応するために、燃料

補給の拠点、通信インフラの

整備、専用レーンの設置など

の道路空間の整備を図る。 

交通手段の 
多様化・ 
周遊性向上 

 内陸部から空港臨海部、島

内・島間の周遊性向上を図る

ために、移動を快適にするソフ

トインフラの整備を行うと共に、

航路・空路を含む多様な交通

手段による交通ネットワークの

拡充を行う。 

道路整備全体と連携 

連携 ㉙交通結節点の整備 

㉚モノレール等の駅周辺整備 

㉘防災拠点機能の強化 

機能付与 

拡大・発展 

拠点整備全体と連携 

㉞水上交通システムの構築 

㉝移動を快適にするソフトインフラの整備 

⑰見て・触れて楽しめる周遊ルートの整備 

連携 

連携 

発展 

プロジェクト名称及びロードマップ 

①技術・製品開発センター機能 
の導入、等 

⑰見て・触れて楽しめる周遊ルートの整備 

基本方針１、２において交通需要が増加する 

取組全体と連携 

㉕「周遊軸」の強化・形成 

㉔「東西軸」の強化・形成 

㉗羽田空港へのアクセス強化・形成 

㉖「南北軸」の強化・形成 
対応可能なところから順次実施 

重プロ 

㉛次世代モビリティの導入、通信インフラ等の整備 

㉜新・交通システムに対応する道路空間の整備 

連携 

重プロ 

2025 2040 2030 2035 2022 

短 期 中 期 長 期 

プロジェクトテーマ 概要及び実施目的 
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6. 実現に向けて 

6.1 ビジョン 2040の実現に向けて 

ビジョン 2040 で定める将来像を実現するためには、前述のプロジェクトを行政が単独で行うのでは

なく、区民、事業者、研究・開発機関、行政などの関係主体が連携してまちづくりに取り組むことが必要不

可欠です。区では、大田区公民連携基本指針に基づき、民間企業などをはじめとした多様な主体の参画

機会の充実や連携を一層推進することで、空港臨海部の地域力を強化し、ビジョン 2040 に基づいて持

続可能なまちづくりを進めます。 

また、重点プロジェクトに定めた事業については、他の関連するプロジェクトへの影響やビジョン 2040

の実現に向けた波及効果が大きいことから、前述の関係主体と連携を図りつつ、重点的に取り組むことで、

効果的・効率的に将来像を実現していきます。 

ビジョン 2040 の実現に向けて、行政を含めた関係主体に期待される役割は以下のとおりです。 

① 区民 

空港臨海部は、主に工業専用地域という特性もあり、区民にとっては働く・憩うといった目的で、

地域外から通う地域という位置付けにあると考えられます。一方で将来像の実現に向けては、誰も

が使う場として区民自身、自治会・町会、まちづくり協議会なども関係主体の一員であるという認

識に基づいて、より良い空港臨海部の実現に向けた取組に主体的に参加することが期待されます。 

② 事業者 

空港臨海部はものづくり産業を中心とした多くの事業者や企業団体などが活動する地域であり、

将来像の実現においても必要不可欠な存在です。既存企業が保有する高度な技術やノウハウ、新

たに地域に加わる事業者から新たな視点や人材の供給を受けることで、地域課題を解決しつつ、

産業拠点としての空港臨海部の競争力を高めていくことが期待されます。 

③ 研究・開発機関 

大学などの研究・開発機関は、前述の民間事業者や行政と連携しながら、既存企業の技術力を

含めた空港臨海部の地域資源を発掘することが期待されます。また、課題解決のための取組を通

じて、将来像を実現するための担い手を育成する存在となることが期待されます。 

④ 行政 

行政は、前述のプロジェクトに対して民間事業者を中心とした関係主体が取り組む際に、障害と

なり得る法令や行政上の手続きなどが円滑に進むように支援することが求められます。また、将来

像の実現に向けて、民間事業者などへの側面的な支援だけでは十分な達成が見込めない場合は、

行政が主体的に関与しつつ、実行主体を組成するなどの役割が期待されます。  
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図 6-1 空港臨海部の将来像実現に向けた関係主体の連携イメージ 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

空港臨海部グランドビジョン 2040（案） 
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